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田
布
施
中
学
校
で

生
徒
た
ち
と
一
緒
に
汗
を
流
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

田
布
施
中
学
校
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ク
ー
ル
」
と
し
て
、今
後
「
地

域
と
と
も
に
あ
る
学
校
づ
く
り
」
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
一
環
と
し
て
、
毎
年
、
生
徒
と
保
護
者
で
行
っ
て
い
る
校
地
・

通
学
路
の
環
境
美
化
活
動
に
、
今
年
は
地
域
の
皆
さ
ん
に
も
是
非
参
加

し
て
い
た
だ
き
た
く
、
参
加
者
を
募
っ
て
い
ま
す
。

　

田
布
施
中
卒
業
生
の
人
も
、
保
護
者
Ｏ
Ｂ
の
人
も
、
今
ま
で
中
学
校

と
あ
ま
り
関
わ
り
の
な
か
っ
た
人
も
、
中
学
生
と
一
緒
に
草
を
抜
き
、

汗
を
流
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

◇
日
時　

６
月
19
日
（
日
）

　

午
前
９
時
45
分
～
午
前
11
時
40
分

　
（
集
合
時
間
：
午
前
９
時
40
分
）

◇
集
合
場
所

　

田
布
施
中
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド

◇
持
参
物
（
持
っ
て
い
る
人
の
み
）

　

鎌
、
鍬
、
が
ん
ざ
き
、
竹
ぼ
う
き
、

剪
定
ば
さ
み
、
草
刈
り
機
な
ど

※
混
合
油
は
学
校
で
用
意
し
ま
す
。

◇
そ
の
他

・
小
雨
決
行
で
す
。
天
候
判
断
が
難

し
い
場
合
は
、
学
校
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

・
校
地
内
は
作
業
の
た
め
駐
車
で
き

ま
せ
ん
。
町
役
場
の
駐
車
場
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

問
田
布
施
中
学
校　

☎
52
‐
２
１
３
８

①
こ
れ
ま
で
の
経
緯

　

耐
震
性
が
な
く
、
大
規
模
な
地
震

で
損
壊
な
ど
の
恐
れ
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
庁
舎
の
耐
震
化
に
つ
い
て
、

町
で
は
、
厳
し
い
財
政
状
況
の
中

で
、
具
体
化
で
き
る
案
と
し
て
旧

田
布
施
工
業
高
校
本
館
棟
へ
の
庁

舎
移
転
を
県
教
育
委
員
会
に
申
し

入
れ
、
協
議
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

② 

問
題
点

　

一
方
、町
で
は
庁
舎
移
転
に
伴
い
、

交
通
安
全
上
、
出
入
口
の
拡
幅
な

ど
も
必
要
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
町
道
を
拡
幅
し
、
県
道
に
接

続
す
る
こ
と
に
つ
い
て
関
係
機
関

と
協
議
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
本
年
３
月
、
山
口

県
道
路
整
備
課
か
ら
、
町
が
考
え

る
「
町
道
の
拡
幅
に
よ
る
県
道
へ

の
接
続
」
で
は
な
く
、「
交
差
点

と
し
て
の
道
路
基
準
を
満
た
す
新

た
な
整
備
が
必
要
」
と
の
回
答
を

受
け
ま
し
た
。
こ
の
交
差
点
整
備

は
、
旧
田
布
施
工
業
高
校
に
出
入

り
す
る
町
道
を
新
た
に
整
備
し
、

県
道
と
の
接
続
を
交
差
点
と
し
て

整
備
す
る
と
い
う
も
の
で
、
こ
の

事
業
実
施
に
は
、
道
路
用
地
の
買

収
や
家
屋
の
立
退
な
ど
も
必
要
と

な
り
ま
す
。

③ 

県
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　

ま
た
、
町
が
庁
舎
移
転
を
申
し
入

れ
て
い
る
旧
田
布
施
工
業
高
校
本

館
棟
を
除
い
た
校
舎
、
体
育
館
な

ど
の
施
設
は
、
今
後
、
総
合
支
援

学
校
高
等
部
の
施
設
と
し
て
活
用

さ
れ
る
計
画
で
し
た
。
県
教
育
委

員
会
は
、
こ
れ
に
伴
う
改
修
設
計

を
今
年
度
に
実
施
さ
れ
、
実
質
的

に
事
業
着
手
さ
れ
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

④ 

計
画
継
続
は
困
難

　

町
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
県
教
育

委
員
会
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
、
町

の
庁
舎
移
転
計
画
の
進
捗
状
況
の

隔
た
り
が
大
き
く
、
交
差
点
整
備

を
は
じ
め
と
し
た
大
き
な
問
題
も

あ
り
、
こ
の
ま
ま
旧
田
布
施
工
業

高
校
跡
地
へ
の
移
転
計
画
を
進
め

て
い
く
こ
と
は
困
難
と
判
断
し
ま

し
た
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
県
教
育
委
員
会

に
移
転
申
し
入
れ
の
取
り
下
げ
を

行
う
と
と
も
に
、５
月
６
日
に
は
、

県
知
事
に
取
り
下
げ
に
至
っ
た
経

緯
を
説
明
し
、了
承
を
得
ま
し
た
。

⑤
今
後
の
対
応

　

４
月
に
発
生
し
た
熊
本
地
震
で
は

複
数
の
自
治
体
に
お
い
て
庁
舎
が

使
用
で
き
な
く
な
く
な
り
、
災
害

応
急
対
策
に
大
き
な
支
障
が
生
じ

て
い
ま
す
。

　

町
で
は
、
町
民
の
安
全
安
心
を
守

る
観
点
か
ら
、
防
災
拠
点
施
設
と

な
る
庁
舎
の
耐
震
問
題
な
ど
に
つ

い
て
、
新
た
な
観
点
か
ら
調
査
検

討
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

旧田布施工業高校跡地への
庁舎移転申し入れを取り下げ

問総務企画課  総務係　☎52-5802
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　青少年健全育成町民会議および防犯パトロール
隊の活動は、町民の皆さまのご支援によって行わ
れています。これらの重要性をご理解いただき、
活動のための会費にご協力をお願いいたします。
　会費　一口　300 円
　　内訳：町民会議　　　　　一口　200 円
　　　　　防犯パトロール隊　一口　100 円

月　日 行　　　事

７月～ 11月 補導委員夜間パトロール（各地域）

７月30日（土） 町民会議体験活動「カヌーに乗って遊ぼう！」

８月19日（金） 補導委員夜間パトロール（全体）

10月～３月
たくましいたぶせっ子育成事業

（就学児子育て講座・思春期子育て講座）

11月下旬 青少年健全育成作文集発行

１月～３月 小学６年生と地域補導委員などのふれあい会
会費のお願い

　次代を担う青少年が大きな夢と豊かな心を持

ち、たくましく成長することは、町民すべての願

いです。青少年を健全に育成するには、家庭・地

域・学校など、あらゆる人々による町民総ぐるみ

の運動が不可欠です。

　青少年健全育成町民会議では、地域補導委員会

によるパトロール活動、子育て講座の開催、「町

民会議だより」の発行などを行っています。

　防犯パトロール隊では、町民の安全な生活を守

るため、町内パトロールなどを実施しています。

問田布施町青少年健全育成町民会議事務局
　（社会教育課内）　　☎ 52-5813

　田布施防犯パトロール隊事務局
　（総務企画課内）　   ☎ 52-5802

主な実施事業・事業予定

青少年健全育成町民会議
および

防犯パトロール隊 について

あ
な
た
の
家
は地

震
時
に
倒
壊
す
る
か
も
?!

～
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
と
改
修
費
用
補
助
～

　

熊
本
地
震
に
よ
る
犠
牲
者
の
多
く
は
、
耐
震
基
準
が
厳
し
く
な
る

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建
て
ら
れ
た
家
屋
の
倒
壊
が
原
因
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

町
で
は
、
地
震
に
対
す
る
木
造
住
宅
の
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た

め
、
無
料
で「
耐
震
診
断
」を
実
施
し
、「
耐
震
改
修
」に
係
る
費
用
の
一

部
を
補
助
し
ま
す
。

■
対
象
建
物

（
次
の
全
て
を
満
た
す
こ
と
）

・
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着

工
さ
れ
た
町
内
に
あ
る
３
階
建

て
以
下
の
一
戸
建
て
木
造
住
宅

（
店
舗
な
ど
の
用
途
を
兼
ね
る

も
の
は
、
店
舗
な
ど
に
使
用
す

る
部
分
の
床
面
積
が
延
床
面
積

の
２
分
の
１
未
満
の
も
の
）

・
在
来
軸
組
工
法
、
枠
組
壁
工
法
、

伝
統
工
法
の
い
ず
れ
か
で
建
築

さ
れ
て
い
る
こ
と

■
内
容

◇
無
料
耐
震
診
断

　

耐
震
診
断
員
を
派
遣
し
、
無
料

で
耐
震
診
断
を
実
施

・
募
集
戸
数　

３
戸

◇
耐
震
改
修
補
助

　

耐
震
診
断
の
結
果
が
倒
壊
の
危

険
性
が
あ
り
、
改
修
に
よ
り
評

点
を
０
．
７
以
上
に
向
上
さ
せ

る
改
修
工
事
の
費
用
の
一
部
を

補
助

・
補
助
金
額　

改
修
経
費
の
３
分

の
２
（
限
度
額
60
万
円
）

・
募
集
戸
数　

１
戸

◇
申
込
期
限　

７
月
29
日（
金
）

　
（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）

◇
そ
の
他

・
募
集
戸
数
を
超
え
た
場
合
は
、

抽
選
を
行
い
ま
す
。

・
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

建
設
課  

土
木
管
理
係

　

☎
52
‐
５
８
０
７

【青少年健全育成町民会議】

月　日 行　　　事

４月３日（日） たぶせ桜まつりパトロール

７月１日～ 20日 公園・遊園地の点検

８月中旬 夏季夜間パトロール

９月下旬 駅前駐輪場放置自転車の整理

10月15日（土） スポーツまつりパトロール

12月下旬 歳末夜間パトロール

【防犯パトロール隊】

※一世帯で複数人が入会することも、一人で複数口入
会することも可能です。

※各地域の補導委員などが地域の実情に応じた方法で
徴収します。
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【  国民健康保険税について  】

問健康保険課  賦課徴収係　☎52-5809

内　　訳 計算方法
税　　率　　等

医療保険分 後期高齢者
医療支援分 介護保険分

Ａ  所得割額
平成 27 年中の総所得金額等－基礎控除

（33 万円）の額に右の税率を乗じて得た額
7.6% 2.1% 2.3%

Ｂ  均等割額 被保険者１人につき 24,000 円 7,000 円 15,000 円

Ｃ  平等割額 １世帯につき 24,000 円 7,000 円

年間保険税 Ａ＋Ｂ＋Ｃ
賦課限度額

54 万円（ウ）
賦課限度額

19 万円（ウ）
賦課限度額

16 万円

◎国民健康保険税は世帯単位で賦課され、世帯主が
納税義務者になります。世帯主が国民健康保険の被
保険者でない場合でも世帯内に被保険者がいる場合
は、世帯主が納税義務者になります。

◎国民健康保険税には、医療保険分・後期高齢者医療
支援分・介護保険分があり、それぞれ被保険者の所得
や世帯の被保険者数に応じて算定する所得割額・均等
割額・平等割額を合計して算出します（医療保険分・

■地方税法施行令の改正により、軽減の判定方法および賦課限度額が変わります。

▼国民健康保険税の税率および計算方法

後期高齢者医療支援分はすべての被保険者で算定し、
介護保険分は40歳から64歳の人で算定します）。

◎介護保険分は、65歳到達月以降の月分を賦課してい
ません。年度途中の40歳到達者分は40歳到達月以降
に賦課します。

◎年度途中で75歳になられる人は後期高齢者医療制
度に移行するため、あらかじめ75歳到達月以降の
国民健康保険税を賦課していません。

　①５割軽減の判定方法が変わります　＜次頁  表中（ア）＞
　　　平成27年度　判定額　…　33万円＋26万円×（被保険者数＋※特定同一世帯所属者数）
　　⇒平成28年度　判定額　…　33万円＋26.5万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）
　②２割軽減の判定方法が変わります　＜次頁  表中（イ）＞
　　　平成27年度　判定額　…　33万円＋47　万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）
　　⇒平成28年度　判定額　…　33万円＋48万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）
　③賦課限度額が引き上げられます　＜下表（ウ）＞
　　　平成27年度　医療保険分52万円、後期高齢者医療支援分17万円
　　⇒平成28年度　医療保険分54万円、後期高齢者医療支援分19万円

■平成 28 年度の国民健康保険税の税率などは、次のとおりです。

※ただし賦課限度額まで

なお、所得割額に係る税率、平均割額、均等割額は平成 27 年度から変更がありません。

※特定同一世帯所属者
　後期高齢者医療の被保険者のうち、次の①および②に該当する人をいいます。
　①後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において国民健康保険の資格を有する人
　②後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主（以後継続

して世帯主である人に限る）と当該日以後継続して同一の世帯に属する人（当該日に国民健康保険の世帯主であっ
た場合にあっては、当該日以後継続して国民健康保険の世帯主である人）

改  

正  

内  

容
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■
同
じ
世
帯
内
で
75
歳
に
な
ら
れ
た

人
が
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移

行
し
、
75
歳
未
満
の
人
が
引
き
続

き
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
場

合
、
軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
。

　
（
申
請
は
不
要
）

・
現
在
、
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減

を
受
け
て
い
る
世
帯
で
世
帯
構
成

や
収
入
が
変
わ
ら
な
い
場
合
は
、

同
様
の
軽
減
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

・
75
歳
に
な
ら
れ
た
人
が
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
移
行
し
た
こ
と
に

よ
り
、
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険

者
が
１
人
に
な
る
場
合
（
特
定
世

帯
）、
５
年
間
は
平
等
割
額
が
２
分

の
１
と
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
５

年
経
過
し
た
後
も
世
帯
構
成
に
変

更
が
な
い
場
合
（
特
定
継
続
世
帯
）

は
、
継
続
し
て
３
年
間
、
平
等
割

額
が
４
分
の
３
と
な
り
ま
す
。

軽減（減額）区分

軽減後の金額

均等割額（１人につき） 平等割額（１世帯につき）

医療保険分 後期高齢者
医療支援分 介護保険分 医療保険分 後期高齢者

医療支援分

軽減のない世帯 24,000 円 7,000 円 15,000 円 24,000 円 7,000 円

７割軽減世帯
世帯主と被保険者の軽減判定所得が 33 万
円以下

7,200 円 2,100 円 4,500 円 7,200 円 2,100 円

５割軽減世帯（ア）
世帯主と被保険者の軽減判定所得が 33 万
円＋ 26.5 万円×（被保険者数＋特定同一世
帯所属者数）以下

12,000 円 3,500 円 7,500 円 12,000 円 3,500 円

２割軽減世帯（イ）
世帯主と被保険者の軽減判定所得が 33 万
円＋ 48 万円×（被保険者数＋特定同一世帯
所属者数）以下

19,200 円 5,600 円 12,000 円 19,200 円 5,600 円

■
世
帯
主
お
よ
び
被
保
険
者
の
前

年
所
得
が
一
定
の
基
準
以
下
の
場

合
、
均
等
割
額
・
平
等
割
額
が
次

の
額
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※
軽
減
判
定
を
す
る
際
に
は
、
国
保

加
入
の
有
無
を
問
わ
ず
世
帯
主
の

所
得
を
含
め
て
判
定
し
ま
す
。
ま

た
、
世
帯
構
成
に
変
更
が
な
い
場

合
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ

の
移
行
者（
75
歳
以
上
の
人
）の
所

得
も
含
め
て
判
定
し
ま
す
。

※
65
歳
以
上
の
人
で
公
的
年
金
収
入

が
あ
る
場
合
、
公
的
年
金
な
ど
の

雑
所
得
か
ら
15
万
円
（
上
限
）
を

差
し
引
い
た
金
額
で
軽
減
の
判
定

を
し
ま
す
。

※
均
等
割
額
お
よ
び
平
等
割
額
は
、
７

割
軽
減
・
５
割
軽
減
・
２
割
軽
減
に

複
数
該
当
し
て
も
重
複
し
て
減
額

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

国
民
健
康
保
険
税
の

軽
減
・
減
免

▼国民健康保険税の軽減割合別税額

■
75
歳
に
な
ら
れ
た
人
が
被
用
者
保

険
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

移
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
人

の
被
扶
養
者
で
65
歳
～
74
歳
の
人

（
旧
被
扶
養
者
）
が
新
た
に
国
民

健
康
保
険
に
加
入
す
る
場
合
は
、

申
請
に
よ
り
当
分
の
間
、
次
の
減

免
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。（
申
請
は
初
年
度
の
み
で
２

年
度
目
以
降
の
申
請
は
不
要
）

・
所
得
割
額
は
賦
課
し
ま
せ
ん
。

・
均
等
割
額
が
２
分
の
１
に
な
り
ま

す
。

・
世
帯
内
の
国
保
被
保
険
者
が
旧
被

扶
養
者
の
み
の
場
合
は
、
平
等
割

額
が
２
分
の
１
に
な
り
ま
す
（
す

で
に
特
定
同
一
世
帯
で
軽
減
を
受

け
て
い
る
人
は
減
額
に
な
り
ま
せ

ん
）。

■
徴
収
の
猶
予
ま
た
は
税
額
の
減
免

・
災
害
な
ど
特
別
な
事
情
が
あ
る

場
合
は
、
徴
収
の
猶
予
ま
た
は
減

免
が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
詳
細
は
、
健
康
保
険
課
賦
課

徴
収
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
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非
自
発
的
失
業
者
の

国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す

　

平
成
28
年
３
月
31
日
以
降
に
非
自
発
的
な
失
業
（
解
雇
な
ど
）
に
よ
り
町
の
国
民
健
康
保

険
に
加
入
さ
れ
た
人
で
一
定
の
条
件
を
満
た
す
場
合
、
申
請
に
よ
り
国
民
健
康
保
険
税
の
軽

減
措
置
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
対
象
者

　

次
の
条
件
に
す
べ
て
該
当
さ
れ
る
人

・
離
職
日
が
平
成
28
年
３
月
31
日
以
降

・
失
業
時
点
で
65
歳
未
満

・
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者
ま
た
は
特
定

　

理
由
離
職
者

　
（
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
に
記
載
し
て
あ
る

離
職
理
由
欄
が
次
の
コ
ー
ド
で
あ
る
場
合
）

■
軽
減
額

　

国
民
健
康
保
険
税
の
算
定
は
、
非
自
発
的

失
業
者
の
給
与
所
得
を
１
０
０
分
の
30
と

み
な
し
て
計
算
し
ま
す
。

　

ま
た
、
高
額
療
養
費
な
ど
の
自
己
負
担

限
度
額
の
区
分
判
定
に
つ
い
て
も
、
給
与

所
得
を
１
０
０
分
の
30
と
し
て
算
定
し
ま

す
。

■
申
請
方
法

　

随
時
、
健
康
保
険
課
の
窓
口
で
申
請
を
受

け
付
け
ま
す
。

◇
申
請
に
必
要
な
も
の

・
す
で
に
町
の
国
民
健
康
保
険
に

加
入
さ
れ
て
い
る
人

　

①
印
鑑

　

②
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

・
新
た
に
町
の
国
民
健
康
保
険
に

加
入
さ
れ
る
人

　

①
印
鑑

　

②
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

　

③
会
社
の
健
康
保
険
資
格
喪
失
証
明
書
や

　

退
職
証
明
書
な
ど
、
退
職
日
が
確
認
で

　

き
る
書
類

■
軽
減
期
間

　

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
期
間
は
次
の
と

お
り
で
す
。

　

高
額
療
養
費
所
得
区
分
な
ど
に
適
用
さ
れ

る
期
間
は
次
の
と
お
り
で
す
。

※
国
民
健
康
保
険
に
加
入
中
は
、
途
中
で

就
職
し
て
も
引
き
続
き
対
象
と
な
り
ま
す

が
、
会
社
の
健
康
保
険
に
加
入
す
る
な
ど

町
の
国
民
健
康
保
険
を
脱
退
す
る
と
終
了

し
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
27
年
３
月
31
日
～
平
成
28
年

３
月
30
日
の
間
に
離
職
さ
れ
た
人
は
、
国

民
健
康
保
険
税
の
軽
減
対
象
期
間
が
平
成

28
年
度
ま
で
あ
り
ま
す
が
、
以
前
に
軽
減

申
請
さ
れ
て
い
れ
ば
再
度
の
申
請
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
。

【
特
定
受
給
資
格
者
離
職
理
由
一
覧
】

　

離
職
理
由
コ
ー
ド
／
離
職
理
由

11

解
雇

12

天
災
等
の
理
由
に
よ
り
事
業
の
継
続
が
不
可
能
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
解
雇

21

雇
止
め（
雇
用
期
間
３
年
以
上
で
雇
止
め
通
知
が
あ
る
場
合
）

22

雇
止
め（
雇
用
期
間
３
年
未
満
で
更
新
の
明
示
が
あ
る
場
合
）

31

事
業
主
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
自
己
都
合
退
職

32

事
業
所
移
転
等
に
伴
う
正
当
な
理
由
の
あ
る
自
己
都
合
退
職

【
特
定
理
由
離
職
者
離
職
理
由
一
覧
】

　

離
職
理
由
コ
ー
ド
／
離
職
理
由

23

期
間
満
了（
雇
用
期
間
３
年
未
満
で
更
新
の
明
示
が
な
い
場
合
）

33

正
当
な
理
由
の
あ
る
自
己
都
合
退
職（
31
、
32
以
外
）

34

正
当
な
理
由
の
あ
る
自
己
都
合
退
職（
被
保
険
者
期
間
12
カ
月
未
満
）

※
た
だ
し
、
高
年
齢
受
給
資
格
者
お
よ
び
特
例
受
給
資
格
者
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

申
請
必
要

問健康保険課  賦課徴収係　☎52-5809

離
職
年
月
日

軽
減
対
象
期
間

平
成
28
年
3
月
31
日
～

　

平
成
29
年
3
月
30
日

平
成
30
年
３
月
末

ま
で
（
28
・
29
年
度
）

離
職
年
月
日

軽
減
対
象
期
間

平
成
28
年
3
月
31
日
～

　

平
成
29
年
3
月
30
日

平
成
30
年
７
月
末

ま
で



× ÷ ＝

【  平成 28 年度の介護保険料について  】

広報たぶせNo.957

■
軽
減
期
間

　

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
期
間
は
次
の
と

お
り
で
す
。

　

高
額
療
養
費
所
得
区
分
な
ど
に
適
用
さ
れ

る
期
間
は
次
の
と
お
り
で
す
。

※
国
民
健
康
保
険
に
加
入
中
は
、
途
中
で

就
職
し
て
も
引
き
続
き
対
象
と
な
り
ま
す

が
、
会
社
の
健
康
保
険
に
加
入
す
る
な
ど

町
の
国
民
健
康
保
険
を
脱
退
す
る
と
終
了

し
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
27
年
３
月
31
日
～
平
成
28
年

３
月
30
日
の
間
に
離
職
さ
れ
た
人
は
、
国

民
健
康
保
険
税
の
軽
減
対
象
期
間
が
平
成

28
年
度
ま
で
あ
り
ま
す
が
、
以
前
に
軽
減

申
請
さ
れ
て
い
れ
ば
再
度
の
申
請
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
。

7

田布施町で必要な
介護サービスの
総費用

65 歳以上の人の
負担分　約 22％

田布施町に住む
65 歳以上の人数

保険料の基準額
56,800 円　（年額）

▼平成 28 年度  所得段階別保険料

※１　基準額の算出方法
　町で必要な介護サービスの総費用は、２分の１を国・県・町が負担し、残る２分の１を第１号被保険者
　保険料（65歳以上の人）と第２号被保険者保険料（40 ～ 64歳の人）が負担します。

※２　老齢福祉年金
　　　明治 44 年 4 月 1 日以前に生まれた人または大正 5 年 4 月 1 日以前に生まれた人で一定の要件を満たしている人が受けている年金

　65歳以上の人の介護保険料の額は、３年ごとに見直されます。平成27 ～ 29年度の３年間に町で必要と

なる介護保険給付額から算出した※１「基準額」をもとに、その人の前年の所得内容と世帯の課税状況に応じて

決定します。（今年度の保険料の改定はありません）

　介護保険料は、介護が必要な高齢者とその家族を社会全体で支えていくための大切な財源です。皆さまの

ご理解とご協力をお願いします。

課税状況
所得段階 対象者 保険料年額

本人 世帯

住
民
税
非
課
税

全
員
が
住
民
税
非
課
税

１段階

生活保護、※２老齢福祉年金を受給している
25,560 円

（基準額× 0.45）
年金収入額と合計所得金額の合計金額が 80 万円以下

２段階 年金収入額と合計所得金額の合計金額が 80 万円を超え 120 万円以下
42,600 円

（基準額× 0.75）
３段階 年金収入額と合計所得金額の合計金額が 120 万円を超える

課
税
者
あ
り

４段階 年金収入額と合計所得金額の合計金額が 80 万円以下 51,120 円
（基準額× 0.9）

５段階 年金収入額と合計所得金額の合計金額が 80 万円を超える 56,800 円
（基準額）

住
民
税
課
税

６段階 合計所得金額が 120 万円未満 68,160 円
（基準額× 1.2）

７段階 合計所得金額が 120 万円以上 190 万円未満 73,840 円
（基準額× 1.3）

８段階 合計所得金額が 190 万円以上 290 万円未満 85,200 円
（基準額× 1.5）

９段階 合計所得金額が 290 万円以上 96,560 円
（基準額× 1.7）
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問健康保険課  賦課徴収係　☎52-5809

【  介護保険料の納付方法について  】
納付方法は、特別徴収（年金天引き）と普通徴収（納付書払いや口座振替）の２通りがあります。
介護保険料は、年金の受給額などによって納付方法が介護保険法で定められているため、納付方法を個
人でお選びいただくことはできません。

◇年金の支給額が 18 万円以上の人（特別徴収）
　保険料の年額を６期に分けた金額が、年金の支払い時に差し引かれます。

　ただし、次に該当する人を除きます。
　①年度途中に 65 歳になられた人（一定期間のみ）　　　  ④年金受給権を担保にされている人
　②年度途中に転入された人（一定期間のみ）　　　　　　　⑤年度途中で基礎年金番号を変更された人
　③年度途中で所得段階区分が変更（減額）になられた人　⑥老齢福祉年金のみ受給されている人

◇上記（年金天引き）以外の人（普通徴収）
　町から送付する納付書や指定口座からの口座振替により納めていただきます。

　なお、特別徴収に該当する場合でも、年度の途中で 65 歳になられた人や他市町より田布施町へ転入
された人は、次の「年金天引き開始月」まで普通徴収により保険料を納めていただくことになります。

65 歳到達または転入の日 年金天引き開始月

４月２日～ 10 月１日の場合 翌年４月から

10 月２日～翌年４月１日の場合 翌年 10 月から

資格取得年月日 異動事由 年金天引き開始月

平成 28 年７月 10 日 　・年齢が 65 歳になられた

　・他市町より田布施町へ転入された

平成 29 年４月から

平成 29 年３月 20 日 平成 29 年 10 月から

【例】

　

年
金
相
談
を
実
施
し
ま
す
。
お
気
軽
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
年
金
相
談
会
は
完
全
予
約

制
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
希
望
さ
れ
る

人
は
徳
山
年
金
事
務
所
へ
ご
予
約
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

※
役
場
で
の
予
約
は
で
き
ま
せ
ん
。

◇
日
時　

７
月
21
日
（
木
）

　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

　
（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

◇
場
所　

田
布
施
町
役
場
保
健
室

◇
持
参
品　

基
礎
年
金
番
号
の
分
か
る
も
の

（
年
金
手
帳
・
年
金
証
書
な
ど
）、
相
談
者

本
人
の
確
認
が
で
き
る
も
の
（
運
転
免
許

証
な
ど
）

※
代
理
人
に
よ
る
相
談
の
場
合
は
委
任
状
お

よ
び
代
理
人
本
人
の
確
認
が
で
き
る
も
の

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

◇
予
約
受
付
期
限　

７
月
20
日
（
水
）

◇
申
込
み
先

　

徳
山
年
金
事
務
所
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【所得割額】
（平成 27 年中の所得－ 33 万円）

× 10.52%
＋

基礎控除

所得割率（県内均一）

【均等割額】

52,390 円

（県内均一）

＝　年間保険料額

※保険料の上限は 57 万円です。

《均等割額の軽減の対象範囲が拡大》

《保険料額》

広報たぶせNo.9579

①世帯内の「後期高齢者医療制度の被保険者全員」と「世帯主」の※所得金額の合計額が

33 万円以下の人

　　⇒均等割額が 8.5 割軽減となります
　　※この場合の所得金額とは、基礎控除はせず 65 歳以上で公的年金控除を受けている人は最大
　　　15 万円を控除したものです。

②①の人のうち、世帯内の「後期高齢者医療制度の被保険者全員」が、年金収入 80 万円

　 以下で他の所得がない場合

　　⇒均等割額が９割軽減となります

③後期高齢者医療制度に加入する直前は「会社などの健康保険の被扶養者（国民健康保

険組合を除く）」であった人

　　⇒均等割額が９割軽減となります

④年金収入が 153 万円以上 211 万円以下（給与収入などがある場合でも、総所得金額が 

　 91 万円以下であれば対象となる）の人

　　⇒所得割額が５割軽減となります

■所得の低い世帯については、国民健康保険税と同様の軽減措置に加え、以下の軽減措置を
行います。

【後期高齢者医療保険制度には、減免制度があります】
　災害などの理由で一定の基準に該当し、必要と認められた場合は、申請により保険料が減

免されることがあります。詳細は、健康保険課賦課徴収係までお問い合わせください。

（注）均等割額は、重複して軽減を受けることはできません。

後期高齢者医療保険料は、２年ごとに保険料の見直しを行っています。このたび、平成 28 年度・平
成 29 年度の保険料を改定することになりました。後期高齢者医療保険料の改定は次のとおりです。
また、法改正により均等割額の軽減の対象範囲が拡大されます。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。

◇２割軽減
　33 万円＋（47 万円×被保険者数）以下
⇒ 33 万円＋（48 万円×被保険者数）以下

◇５割軽減
　33 万円＋（26 万円×被保険者数）以下
⇒ 33 万円＋（26.5 万円×被保険者数）以下

【  後期高齢者医療保険料が改定されました  】



　以下の条件にすべて該当する場合は、申請により国民健康保険税および後期高齢者医療保険料の納付方法を年金天
引きから口座振替に変更することができます。変更をご希望の場合は、健康保険課賦課徴収係で申請を行ってくだ
さい（７月 29 日（金）までに手続きをされると 10 月の年金天引きを中止し、第３期（平成 28 年９月 30 日）分から口座
振替へ変更することが可能です）。

　【納付方法の変更が可能となる条件】
　 ・保険税（料）を直近２年間滞納なく確実に納付していること（やむを得ないと判断できる特別な事情がある場合を除く）
　 ・金融機関で口座振替の申し込みを行っていること
　 ・国保加入以前、被用者保険の被保険者であった人などこれまで保険料を源泉徴収されていた人ではないこと
　※口座振替に変更した場合、所得税などの社会保険料控除は口座振替により支払った人に適用されます。
　※介護保険料の納付方法は変更することができません。

　7 月中旬に平成 28 年度の『国民健康保険税』『介護保険料』『後期高齢者医療保険料』の納税（付）通
知書を、納税（付）義務者に送付します。
　各保険税（料）お支払い方法については次のとおりです。

■納付書または口座振替でのお支払いの場合
年額を７月から翌年２月までの８期に分け、納付書または口座振替により納付

■年金から天引きでのお支払いの場合
年額を４月・６月・８月・10月・12月・翌２月の６期に分け、年金から天引きで納付

■納付書または口座振替と年金からの天引きの両方でお支払いとなる場合
●７月・８月・９月を納付書または口座振替により納付していただき、残りの額を10月・12月・翌

２月の３期に分け、年金から天引きで納付

●４月・６月・８月に年金から天引きで納付していただき、残りの額を９月から翌２月までの６期に

分け、納付書または口座振替により納付

　

国
民
年
金
に
は
経
済
的
な
理
由

な
ど
で
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
に
、
本
人
・
配
偶
者
・

世
帯
主
の
前
年
所
得
に
応
じ
て
保

険
料
の
納
付
が
免
除
ま
た
は
猶
予

さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

平
成
28
年
度
（
平
成
28
年
７

月
～
平
成
29
年
６
月
分
）
の
免
除

や
猶
予
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
町

役
場
健
康
保
険
課
（
⑥
番
窓
口
）

ま
た
は
徳
山
年
金
事
務
所
で
７
月

１
日
か
ら
申
請
が
で
き
ま
す
。
た

だ
し
、
平
成
28
年
６
月
ま
で
全
額

免
除
、
若
年
者
納
付
猶
予
の
承
認

を
受
け
て
い
た
人
で
、
申
請
時
に

継
続
審
査
を
希
望
さ
れ
た
人
は
改

め
て
申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

な
お
、
保
険
料
の
納
付
猶
予
の

期
間
は
、
年
金
の
受
給
資
格
期
間

に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に

7
月
1
日
か
ら
平
成
28
年
度
国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
申
請
を
受
け
付
け
ま
すは

反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
10
年
以
内

で
あ
れ
ば
免
除
・
猶
予
さ
れ
た
保

険
料
を
あ
と
か
ら
納
め
る
こ
と

（
追
納
）
が
で
き
、
受
給
額
を
増

や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
申
請
月
か
ら
２
年
１
カ

月
以
内
に
未
納
の
期
間
が
あ
れ

ば
、
遡
っ
て
免
除
・
猶
予
の
申
請

が
で
き
ま
す
。
過
去
の
申
請
は

随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
放
置
せ
ず
、

お
早
め
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
詳
細
は
、
徳
山
年
金
事
務
所

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
せ
先

・
健
康
保
険
課  

保
険
年
金
係

　

☎
52
‐
５
８
０
９

・
日
本
年
金
機
構
徳
山
年
金
事
務
所

　

☎
０
８
３
４
‐
31
‐
２
１
５
２

問
健
康
保
険
課  

保
険
年
金
係

　

☎
52
‐
５
８
０
９
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特定健診のお知らせ

広報たぶせNo.95711

■
特
定
健
康
診
査

◇
対
象
者

　

田
布
施
町
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

で
40
歳
～
74
歳
の
人
（
対
象
と
な
る

人
に
は
５
月
下
旬
に
「
特
定
健
康
診

査
受
診
券
」
と
「
質
問
票
」
を
送
付

し
て
い
ま
す
）

※
町
が
実
施
す
る
「
外
来
人
間
ド
ッ
ク

助
成
事
業
」を
利
用
さ
れ
る
場
合
は
、

特
定
健
康
診
査
を
受
診
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

※
被
用
者
保
険
（
全
国
健
康
保
険
協
会

管
掌
健
康
保
険
・
健
康
保
険
組
合
・

共
済
組
合
な
ど
）
の
加
入
者
お
よ
び

そ
の
被
扶
養
者
は
、
加
入
さ
れ
て
い

る
保
険
者
か
ら
健
診
方
法
な
ど
に
つ

い
て
通
知
さ
れ
る
予
定
で
す
。

※
生
活
保
護
の
受
給
者
で
受
診
を
希
望
さ

れ
る
場
合
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
（
☎
52

‐
４
９
９
９
）
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◇
受
診
料（
自
己
負
担
金
）

　

１
０
０
０
円（
た
だ
し
、40
歳
・
45
歳
・

50
歳
・
55
歳
・
60
歳
・
65
歳
・
70
歳

～
74
歳
の
人
は
５
０
０
円
）

※
受
診
料
は「
特
定
健
康
診
査
受
診
券
」

に
記
載
し
て
い
ま
す
。

◇
受
診
方
法

　

平
成
29
年
１
月
31
日
（
火
）
ま
で
に
、

郡
内
の
実
施
医
療
機
関
で
受
診
し
て

く
だ
さ
い
（
医
療
機
関
に
よ
っ
て
は

予
約
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
事

前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
）。

　

受
診
の
際
は
、「
特
定
健
康
診
査
受

診
券
（
び
わ
色
）」、「
質
問
票
」、「
国

民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
」
を
必
ず

医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ

さ
い
。

◇
受
診
結
果

　

受
診
さ
れ
た
月
の
約
２
カ
月
後
に
、

個
別
に
通
知
し
ま
す
。

◇
集
団
検
診

　

９
月
25
日
（
日
）
に
麻
郷
公
民
館
で

「
特
定
健
康
診
査
」
と
「
が
ん
健
診
」

を
同
時
実
施
し
ま
す
。
平
日
に
都
合

が
つ
か
な
い
人
な
ど
は
こ
の
機
会
に

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
集
団
健
診

を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
受
診
券
送
付

時
に
同
封
し
て
い
る
申
込
書
を
健
康

保
険
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
受

診
定
員
は
60
人
で
す
。
定
員
に
な
り

次
第
申
し
込
み
を
締
め
切
り
ま
す
。

検
査
日
当
日
の
申
し
込
み
は
で
き
ま

せ
ん
。

■
特
定
保
健
指
導

　

特
定
健
康
診
査
の
結
果
、
生
活
習
慣

の
改
善
が
必
要
と
判
定
さ
れ
た
人
を

対
象
に
、
無
料
で
保
健
師
・
管
理
栄

養
士
が
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
、
生
活

習
慣
を
見
直
す
サ
ポ
ー
ト
を
し
ま
す
。

※
対
象
者
に
は
個
別
に
通
知
し
ま
す
。

特定健康診査のご案内

◇
対
象
者

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
加
入
者
（
75

歳
以
上
の
人
、
65
歳
～
74
歳
の
人

で
一
定
の
障
が
い
が
あ
り
認
定
を

受
け
た
人
）。
対
象
者
に
は
、
５
月

下
旬
に「
健
康
診
査
受
診
券
」と「
質

問
票
」
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

◇
受
診
料（
自
己
負
担
金
）

　

受
診
の
際
に
は
、
医
療
機
関
の
窓

口
で
受
診
料
５
０
０
円
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

◇
受
診
方
法

　

原
則
と
し
て
、
平
成
29
年
３
月
31

日
（
金
）
ま
で
に
、
実
施
医
療
機

関
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
（
医
療

機
関
に
よ
っ
て
は
予
約
が
必
要
と

な
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
ご
確
認

く
だ
さ
い
）。

　

受
診
の
際
は
、「
健
康
診
査
受
診

券
（
水
色
）」、「
質
問
票
」、「
後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
」
を

必
ず
医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。

◇
受
診
結
果

　

受
診
さ
れ
た
医
療
機
関
で
説
明
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。

健康診査のご案内
　後期高齢者医療に加入している人は、ご自身の健康管理のために山口県後期高齢者医療

広域連合が実施する「健康診査」を受診しましょう。

　メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した特定健康診査を実施します。
　メタボリックシンドロームは、糖尿病・脳卒中・心臓病といった生活習慣病との関わりが深く、早期発
見や予防が重要とされています。
　特定健康診査は自覚症状が現れにくい生活習慣病の発見や健康チェックになるほか、毎年受診すること
でご自身の健康管理に役立ちますのでぜひご利用ください。
　今まで受診をされたことがない人も、これを機会にぜひ受診してみてください。

問健康保険課  保険年金係　☎52-5809



【  平成 28 年度  介護保険制度について  】
特定入所者介護（予防）サービス費【負担限度額認定】について

　次の要件に該当する人が介護保険施設などを利用する場合は、申請により食費と居住費の負担軽減を受
けることができます。

【対象施設】
　介護老人福祉施設＜特別養護老人ホーム＞、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、（介護予防）短

期入所生活介護＜ショートステイ＞、（介護予防）短期入所療養介護＜医療型ショートステイ＞
※認知症対応型共同生活介護＜グループホーム＞、特定施設入居者生活介護＜有料老人ホーム・ケアハウ

ス＞は、対象になりません。

【認定要件】
　預貯金や有価証券などの資産の合計が、単身の場合 1,000 万円以下、夫婦の場合 2,000 万円以下で、

なおかつ、次の①～③のいずれかに該当する人
　①世帯全員（世帯分離をしている配偶者を含む）が住民税非課税で、
　　老齢福祉年金受給者または生活保護受給者〔第１段階〕
　②世帯全員（世帯分離をしている配偶者を含む）が住民税非課税で、
　　年間の合計所得金額と年金収入額※の合計が 80 万円以下の人〔第２段階〕
　③世帯全員（世帯分離をしている配偶者を含む）が住民税非課税で、
　　年間の合計所得金額と年金収入額※の合計が 80 万円以上の人〔第３段階〕

利用者
負担段階

居住費などの負担限度額 食費の
負担限度額ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室

第１段階 820 円 490 円 490 円
（320 円） 0 円 300 円

第２段階 820 円 490 円 490 円
（420 円） 370 円 390 円

第３段階 1,310 円 1,310 円 1,310 円
（820 円） 370 円 650 円

基準費用額 1,970 円 1,640 円 1,640 円
（1,150 円）

370 円
（840 円） 1,380 円

※基準費用額は、施設における平均的な費用を勘案して国が定めた費用額です。
※（　）内は、介護老人福祉施設、短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額です。
※課税世帯特例減額措置の対象者は第 3 段階が適用されます。対象となる要件など、詳細は介護保険係

にお問い合わせください。

【負担限度額（１日あたり）】

　※平成 28年８月から年金収入額に非課税年金（遺族年金、障害年金）の収入額が含まれることになります。

保険のお知らせ 問健康保険課  介護保険係　☎52-5809
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介護保険負担割合証について

　平成 27 年８月から、第１号被保険者のうち一定以上の所得がある人は、介護サービスの利用者負担
が２割になります。

　現在お使いの負担割合証の有効期限は７月末です。８月以降に使用する負担割合証は、７月中に送付
します。介護サービスを利用するときは、『介護保険被保険者証』と一緒に『介護保険負担割合証』をサー
ビス提供事業者に提示してください。

【利用者負担割合の判定基準】

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い

　

介
護
や
支
援
が
必
要
に
な
る
お
そ

れ
が
あ
る
高
齢
者
を
早
期
に
発
見
す

る
た
め
、
健
康
お
よ
び
日
常
生
活
の

動
作
な
ど
の
状
態
を
判
定
す
る
「
基

本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
を
対
象
者
に

郵
送
し
ま
す
の
で
、
ご
記
入
の
上
、

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
は
、
深
く

考
え
ず
に
主
観
に
基
づ
き
回
答
し

て
く
だ
さ
い
。

◇
対
象
者

　

５
月
１
日
現
在
で
、
介
護
保
険
の

要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
な
い
70
歳
以
上
の
人
（
二
次
予

防
事
業
利
用
者
を
除
く
）

◇
提
出
期
限　

７
月
15
日
（
金
）

◇
提
出
方
法

　

各
公
民
館
（
城
南
・
西
田
布
施
・

東
田
布
施
・
麻
郷
・
麻
里
府
）、

麻
郷
福
祉
会
館
、
町
役
場
健
康
保

険
課
に
設
置
さ
れ
て
い
る
「
回
収

箱
」
に
投
入
す
る

介
護
サ
ー
ビ
ス
の

苦
情
・
相
談

　
「
困
っ
た
」「
納
得
が
い
か
な
い
」

「
不
正
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
行
わ
れ

て
い
る
」
な
ど
、
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
不
満
や

苦
情
・
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
る
場
合
は
、

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
や
事
業
所
、
ま
た

は
町
介
護
保
険
係
窓
口
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

　

そ
れ
で
も
改
善
さ
れ
な
い
場
合

は
、
山
口
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連

合
会
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
苦
情
相
談
窓

口
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

◇
受
付
時
間

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

　
（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）

◇
相
談
窓
口

　

山
口
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会

介
護
サ
ー
ビ
ス
苦
情
相
談
窓
口

　

☎
０
８
３
‐
９
９
５
‐
１
０
１
０

本人の

合計所得金額が

160 万円以上

下記以外の場合 ２割負担

１割負担
単身

 …280 万円

２人以上

…346 万円

＋

その他の

合計所得

金額
＜

同一世帯の 65 歳以上の人

（１号被保険者）の

本人の

合計所得金額が

160 万円未満
１割負担

年金

収入

65 歳以上（１号被

保険者）で住民税が

課税されている人

・65 歳以上で住民税非課税

または生活保護の受給者

・40 歳～ 64 歳の人

　（２号被保険者）

１割負担

広報たぶせNo.95713



許可が必要な場合 農地の所有者による農地転用 農地転用のため売買などを行う
農地法 第４条 第５条

許可申請者 転用を行う人（農地所有者） 売主（農地所有者）と買主（転用事業者）

許可手続き

●転用面積が４ha 以下の場合、
　農業委員会を経由して県知事（許可権者）へ許可申請書を提出
●転用面積が４ha を超える場合、
　県知事を経由して農林水産大臣（許可権者）へ許可申請書を提出

■農地転用許可制度の目的

　食料の安定供給の基盤である優良農地の確保と
農業以外の土地利用との調整を図り、農地転用
を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導する
ことを目的としています。

■農地転用をする場合

　農地法による手続きが必要です。まずは農業委
員会事務局にご相談ください。

※農地転用した場合、転用した面積に係る固定資
産税の課税額が変わります。詳細は、税務課資
産税係へお問い合わせください。

■無断転用した場合の罰則

　許可なく転用した場合や、許可を受けたとおり
に転用しなかった場合は罰則があります。

■農地法が改正されました

　農業委員会では、法律に基づき町内の農地の利
用状況調査を行います。６～８月に町内を巡回
し、目視で利用状況を確認します。

　荒廃農地については農業委員会が所有者に利用
の意向を確認します。その意向の通りに実行さ
れていない場合、該当する荒廃農地に係る固定
資産税が上がることがあります。

問田布施町農業委員会（経済課内）☎52-5805

農業委員会
だより

農地を農地以外にする場合には

『農地法による手続き』 が必要です

2016　6/10 号　

制度の概要

プ
ー
ル
開
き
は
７
月
21
日(

木)

で
す
。

　

田
布
施
町
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
内

プ
ー
ル
を
次
の
と
お
り
一
般
開
放

し
ま
す
。

◇
期
間

　

７
月
21
日（
木
）～
８
月
24
日（
水
）

※
プ
ー
ル
の
屋
根
の
改
修
工
事
が

昨
年
完
成
し
ま
し
た
の
で
、
天
候

に
左
右
さ
れ
に
く
く
な
り
ま
し
た

が
、
台
風
来
襲
時
や
Ｐ
Ｍ
２
．
５

警
報
お
よ
び
雷
警
報
発
令
時
点
で

は
使
用
中
止
と
な
り
ま
す
。ま
た
、

雨
な
ど
に
よ
る
水
温
低
下
（
22
℃

以
下
）
の
場
合
も
使
用
中
止
と
な

り
ま
す
。

◇
休
館
日

・
毎
週
月
曜
日

・
７
月
26
日
（
火
）・
27
日
（
水
）

　

町
内
小
学
生
水
泳
記
録
会
の
た
め

※
そ
の
他
、
一
般
開
放
を
中
止
す
る

場
合
は
前
日
ま
で
に
プ
ー
ル
入
口

に
掲
示
し
ま
す
。

◇
使
用
定
員
（
１
時
間
あ
た
り
）

・
25
ｍ
プ
ー
ル　

１
０
０
人

・
幼
児
プ
ー
ル　

30
人

◇
開
放
時
間

　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

※
プ
ー
ル
内
で
の
混
雑
お
よ
び
事
故

を
防
止
す
る
た
め
、
開
放
時
間
を

次
の
と
お
り
制
限
し
ま
す
。

　

午
前
10
時
～
午
前
10
時
50
分

　

午
前
11
時
～
午
前
11
時
50
分

　

午
後
１
時
～
午
後
１
時
50
分

　

午
後
２
時
～
午
後
２
時
50
分

　

午
後
３
時
～
午
後
３
時
50
分

　

午
後
４
時
～
午
後
４
時
50
分

　

ま
た
、
正
午
～
午
後
１
時
ま
で
は

昼
休
み
の
た
め
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

料
金
表
（
１
時
間
あ
た
り
）

・高校生以上　160 円
（　町外該当者　320 円）
・中学生以下　　80 円
（　町外該当者　160 円）

※使用中止となった場合
・開放時間の 25 分以内は
　1 時間分の料金を返金
・開放時間の 25 分以上は
　1 時間分の料金を徴収

14



農地区分 許可の方針

農用地
区域内農地

原則不許可

第１種
農地

原則不許可

第２種
農地

第３種農地に立地困難な
場合などに許可

第３種
農地

原則許可

●詳細は、農業委員会事務局または各地区の農業委員へお問い合わせください。

事業
実施性の

確実性

●資金力と信用があるか
●転用の妨げとなる権利を有する人の同意があるか
●遅滞なく転用されるか
●他法令による許認可が得られる見込みがあるか

被害
防除

●土砂の流失・崩壊など災害を発生させる
　心配がないか
●周辺の営農条件に支障がないか

一時
転用

●一時転用後、耕作されることが確実か
●所有権移転以外の権利設定か

転用許可の基準

氏　名 電話番号 担当地区名

時永順吉 52-3440 宿井  吉井  葛岡

國永　保 52-1886 城南  石の口  瓜迫

國安和夫 52-1801 西山  川西  大田

野坂敬子 52-4778 竹尾  中西  真殿  大国木

福本卓雄 52-6288 西田布施  定井手  瀬戸

小坂竜一 090-9737-2016 名倉  石迫  矢蔵  長田

西本篤史 52-3855 天神  本町
祇園  波野市  寿

山本健司 52-3964 土井の内  塩坪
砂田  新町  由免

氏　名 電話番号 担当地区名

木本睦博 52-0570 長合  木地
平田  上ゲ  御蔵戸

小野孝子 52-4029 八和田  大波野中
大波野上  郷東  市明

久光博明 52-2454 竹重  三宅  尾迫
助政  蓮輪  中央南

驛重寛和 52-4631 新川  旭  高塔
八海  鳥越

岡本幾秀 52-1282 奈良  井神
地家  戎ケ下  浜城

柿内博文 55-6353 尾津東  尾津中
尾津西  中郷  上組

広報たぶせNo.957

立地基準 一般基準（主なもの）

幼
児
・
小
学
生
水
泳
教
室

◇
対
象
者
（
町
内
在
住
者
に
限
る
）

・
幼
児
（
平
成
22
年
４
月
２
日
～
平

成
24
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
人
）

・
小
学
生

◇
開
催
日　

７
月
20
日
（
水
）
～
23

日
（
土
）・
７
月
26
日
（
火
）
～

29
日
（
金
）
の
計
８
日
間

※
気
候
な
ど
に
よ
り
日
程
変
更
ま
た

は
中
止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◇
開
講
時
間

・
幼
児　
　

午
後
６
時
～
午
後
７
時

・
小
学
生　

午
後
７
時
～
午
後
８
時

◇
定
員

・
幼
児　
　

20
人
程
度

・
小
学
生　

30
人
程
度

◇
参
加
費　

４
５
０
０
円

※
後
日
連
絡
の
上
、
徴
収
し
ま
す
。

◇
申
込
方
法　

社
会
教
育
課
に
備
え

付
け
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
申
し
込
む

◇
申
込
期
間　

６
月
13
日
（
月
）
～

７
月
１
日
（
金
）
の
平
日

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

　
（
定
員
に
な
り
次
第
、
受
付
終
了
）

◇
共
催　

田
布
施
町
教
育
委
員
会

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

田
布
施
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
事
務
局

（
社
会
教
育
課
内
）

　

☎
52
‐
５
８
１
３

プ
ー
ル
監
視
員
の
募
集

◇
募
集
定
員　

10
人
程
度

　
（
男
女
各
５
人
程
度
の
予
定
）

◇
対
象
者

・
高
校
生
以
上
で
泳
げ
る
人
、
元
気

な
人
、
大
人
歓
迎

・
10
日
以
上
勤
務
可
能
な
人

◇
賃
金　

時
給
７
７
０
円

◇
勤
務
日
数

　

20
日
程
度
（
４
人
１
組
で
勤
務
）

◇
勤
務
期
間
・
勤
務
時
間

　

７
月
21
日（
木
）～
８
月
24
日（
水
）

　
（
休
館
日
・
水
泳
の
大
会
日
・
臨

時
休
館
日
な
ど
を
除
く
）

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
５
時
30
分

◇
申
込
期
間

　

６
月
17
日（
金
）～
７
月
３
日（
日
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
5
時

　
（
月
曜
日
な
ど
の
休
館
日
は
除
く
）

※
電
話
で
の
申
し
込
み
は
出
来
ま
せ
ん
。

※
履
歴
書
（
写
真
添
付
）
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。
面
接
を
行
い
決
定

し
ま
す
。

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

田
布
施
町
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー　

☎
52
‐
３
８
３
２
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参考：８０２０推進財団ホームページ

★
長
芋
の
寒
天
寄
せ
★

食
物
繊
維
の
一
種
で
、
長
芋
独
特
の
ぬ
め
り
成
分
で
あ
る「
ム

チ
ン
」は
、
細
胞
を
活
性
化
さ
せ
る
働
き
が
あ
り
、
新
陳
代
謝

が
促
進
さ
れ
、
老
化
の
予
防
、
肌
荒
れ
、
疲
労
回
復
な
ど
の
効

果
が
あ
り
ま
す
。

作
り
方

食
生
活
改
善
推
進
協
議
会

① 

長
芋
は
、
皮
を
む
い
て
す
り
お
ろ
す
。

② 

鍋
に
分
量
の
水
を
入
れ
、
寒
天
を
と
き
入
れ
中
火
で
溶

か
し
、
さ
ら
に
２
分
煮
る
。

③ 

②
の
中
に
す
り
お
ろ
し
た
長
芋
を
入
れ
、
あ
ら
熱
を
取

り
器
に
入
れ
固
め
る
。

④ 

め
ん
つ
ゆ
を
好
み
に
よ
り
か
け
る
。

１人分の栄養価
エネルギー…22.6kcal
たんぱく質…0.73g　脂質…0.1g
塩分…0.1g

材
料（
４
人
分
）

長芋 130g
粉寒天 （1袋）3g
めんつゆ（三倍） 少々
水 350ml

2016　6/10 号　

　歯を失う原因の多くは「歯周病」と「むし歯」だと

いわれています。特に日本人が歯周病にかかってい

る率を年齢別にみると、歯ぐきに炎症がみられる人

のピークは 50 歳前後で約 85％にも及びます。また、

若年層では５～ 14 歳の約 33％、15 ～ 24 歳の約

70％で歯ぐきに炎症がみられます。このことから

歯周病は決して中高年層の病気ではなく、若いうち

からの予防が大切であることがいえます。

　次の質問にあてはまる項目をチェックしてみてくださ

い。１～２項目あてはまると歯周病の可能性がありま

す。また、３～５項目なら歯周病が進行している恐れ

がありますので、歯科医院を受診してください。

　□　歯ぐきに赤くはれた部分がある。

　□　口臭がなんとなく気になる。

　□　歯ぐきがやせてきた。

　□　歯と歯の間にものがつまりやすい。

　□　歯をみがいたあと、歯ブラシに血がついたり、

　　　すすいだ水に血が混じることがある。

　□　歯と歯の間の歯ぐきが、鋭角的な三角形ではな

　　く、オムスビ形になっている部分がある。

　□　ときどき、歯が浮いたような感じがする。

　□　指でさわってみて、すこしグラつく歯がある。

　□　歯ぐきからウミが出たことがある。

　基本は毎日の歯みがきです。そして、年に１～２回

は歯科健診に行くことが大切です。町では、毎年４

月１日現在で 40 歳・50 歳・60 歳・70 歳の人を対

象に歯科健診の助成を行っていますので、該当され

る人はぜひ受診をしてください。

※７月の健康まるごと講座は「「歯」からはじまる健康

づくり」です。興味のある人はご参加ください。

◆成人の 80％が歯周病

◆歯周病度のチェック

◆健康な歯を保つために

　保健センターだより　
健
康
づ
く
り

推
進
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

「歯」の健康を考えよう
問保健センター　☎ 52-4999

16

　歯周病は単なる口の病気ではありません。たとえば、

糖尿病の人は歯周病になっている人が多く、また歯

周病が治りにくいという報告があります。また、心

臓病、肺炎、低体重児出産、骨粗しょう症などと歯

周病の関連も指摘されています。つまり、歯の健康

を保つことが全身の健康を保つことにつながります。

◆歯周病が及ぼす影響

　私たちの健康は、言うまでもなく食べることによっ
て支えられています。食べるためになくてはならな
い器官が「歯」です。日本人の平均寿命が伸びる一
方で「歯」の寿命が伴っていないのが現状です。
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Tabuse
Town News

４/29 スポーツで自分の力を伸ばします
　スポーツ少年団結団式が、スポーツセンターの
第二体育館で行われました。
　今年は、団員約230人（全11団）が一堂に会し、
代表の野村美怜さん（田布施町柔道スポーツ少年
団）が、団員誓いの言葉をしっかりとした口調で
述べ、スポーツ少年団の今後の発展を誓いました。

17

５/22 「おいでぇ」で新しいイベントを開催！
　お試し暮らし住宅「おいでぇ」で、フリーマー
ケットとワークショップが行われました。
　出店では、可愛いデザインの小物やお菓子、小
さな鉢に植えられた植物などが並んでいました。
来場者はひとつひとつの商品をじっくりと見て、
出店者と商品について話していました。また、多
くの子どもたちが簡単にできるテラリウム風リメ
イク瓶の制作に挑戦していました。
　次回は７月31日（日）に開催予定です。

５/28 ホタルまつり、盛り上がりました
　城南小学校グラウンドで、第22回たぶせ・城
南ホタルまつりが行われました。
　今年も会場には祭り開始時間前から多くの人が
来ており、開会後、出店の前には焼きそばやわた
がしを目当てに長蛇の列ができていました。
　また、ステージでは山城太鼓やアルプホルンの
演奏をはじめ、マウンテンマウスのライブなどが
あり、来場者はベンチや石段に腰かけ、音楽に耳
を傾けていました。
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　何気なく食べているご飯や、楽しみにしている晩酌のお酒を福本
さんの熱い思いを思い浮かべながら口にすると、さらにおいしく感
じられそうです。 

楽農（楽しい農業）の現在

　

平
成
14
年
に
西
田
布
施
の
実
家
に
帰

り
、
勤
め
な
が
ら
約
１
町
歩
の
水
田
を

耕
作
し
て
き
ま
し
た
が
、
平
成
22
年
、

定
年
を
期
に
時
間
的
余
裕
が
出
来
た
の

で
、
無
農
薬
の
稲
作
に
楽
し
み
な
が
ら

取
り
組
も
う
と
考
え
ま
し
た
。

　

そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
弟
が
農
薬

ア
レ
ル
ギ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
ま

す
。
勤
め
で
忙
し
い
た
め
農
薬
を
使
わ

な
か
っ
た
お
米
を
、「
兄
ち
ゃ
ん
の
お

米
は
食
べ
ら
れ
る
」
と
喜
ん
で
食
べ
て

く
れ
た
こ
と
で
す
。
も
う
一
つ
の
理
由

は
、
近
所
に
完
全
無
農
薬
で
立
派
に
稲

作
を
し
て
い
る
百
姓
木
村
さ
ん
（
弟
の

同
級
生
）が
い
た
こ
と
で
す
。

　

平
成
24
年
に
認
定
農
業
者
と
し
て
登

録
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
当
初
か
ら
、

①
完
全
無
農
薬
で
有
機
栽
培
を
目
指
す
。

②
周
辺
の
耕
作
放
棄
地
を
回
復
す
る
。

と
い
う
目
標
を
掲
げ
ま
し
た
。

　

放
棄
地
の
地
主
さ
ん
は
、
例
外
な
く

喜
ん
で
貸
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、

耕
作
面
積
を
増
や
す
こ
と
は
、国
の「
減

反
政
策
」
と
真
っ
向
か
ら
ぶ
つ
か
る
こ

と
に
な
り
、
困
り
ま
し
た
が
、
離
農
が

増
え
て
い
る
こ
と
、「
環
境
保
全
」と
い

う
別
の
視
点
か
ら
何
と
か
可
能
に
な
り

ま
し
た
。

　

平
成
26
年
に
、
周
辺
の
耕
作
放
棄
地

約
６
町
歩
を
元
の
水
田
に
返
す
こ
と
が

で
き
ま
し
た
が
、
セ
イ
タ
カ
ア
ワ
ダ
チ

ソ
ウ
と
茅
で
覆
わ
れ
、
タ
ヌ
キ
や
イ
ノ

シ
シ
の
栖
で
あ
っ
た
放
棄
地
に
稲
穂
が

な
び
く
光
景
を
見
た
時
の
感
動
は
忘
れ

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

放
棄
地
を
水
田
に
戻
す
こ
と
は
、
か

な
り
骨
の
お
れ
る
作
業
で
す
。
水
源
の

確
保
と
水
路
の
復
旧
が
ま
ず
大
変
で
、

あ
ら
ゆ
る
雑
草
の
種
が
あ
る
放
棄
地
を

水
田
に
す
る
こ
と
は
さ
ら
に
困
難
で
、

最
低
３
年
は
か
か
り
ま
す
。
し
か
し
そ

の
反
面
、
10
年
以
上
放
棄
さ
れ
て
い
た

土
地
は
農
薬
も
除
草
剤
も
か
か
っ
て
い

な
い
上
、
腐
葉
土
が
積
み
重
な
り
微
生

物
や
ミ
ミ
ズ
の
棲
む
文
字
通
り
宝
の
山

で
し
た
。
そ
の
証
拠
に
、
こ
の
放
棄
地

で
栽
培
し
た
酒
米
山
田
錦
で
醸か
も

し
た
五

橋
さ
ん（
酒
井
酒
造
㈱
）の
純
米
大
吟
醸

酒
が
、
市
販
酒
で
は
最
も
権
威
が
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
る
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｅ
コ
ン
ペ

テ
ィ
シ
ョ
ン
の
フ
リ
ー
ス
タ
イ
ル
部
門

で
日
本
一
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

平
成
27
年
、
全
ほ
場
で
有
機
Ｊ
Ａ
Ｓ

の
認
証
を
受
け
ま
し
た
。
な
ぜ
有
機
Ｊ

Ａ
Ｓ
を
取
得
す
る
こ
と
に
し
た
か
に
つ

い
て
は
、い
く
つ
か
理
由
が
あ
り
ま
す
。

全
国
の
有
機
農
業
の
先
達
と
交
流
し
な

瀬戸自治会　福本 卓雄

右
上
ロ
ゴ
：
生
涯
学
習
の
マ
ス
コ
ッ
ト
「
マ
ナ
ビ
ィ
」

　
　
　
　
　

デ
ザ
イ
ン
…
石
ノ
森
章
太
郎

No.284

放棄地に稲穂がなびく光景を見た時の
感動は忘れることができません。

が
ら
や
っ
て
き
ま
し
た
の
で
、
自
然
そ

う
い
う
方
向
に
な
っ
た
と
い
う
側
面
も

あ
り
ま
す
が
、
最
も
厳
し
い
有
機
Ｊ
Ａ

Ｓ
の
認
定
を
受
け
て
、
農
産
物
を
堂
々

と
世
界
に
出
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が

一
番
で
す
。

　

農
水
省
の
２
０
１
１
年
の
資
料
に
よ

る
と
、
日
本
の
有
機
農
業
の
栽
培
面
積

は
全
耕
地
面
積
０
．
４
％
で
、
世
界
各

国
の
有
機
栽
培
の
シ
ェ
ア
と
比
較
し
て

も
最
低
レ
ベ
ル
で
す
。『
イ
タ
リ
ア（
８
．

６
％
）ド
イ
ツ（
６
．
１
％
）イ
ギ
リ
ス

（
４
．
０
％
）フ
ラ
ン
ス（
３
．
６
％
）カ

ナ
ダ（
１
．
２
％
）米
国（
０
．
６
％
）韓

国（
１
．
０
％
）中
国（
０
．
４
％
）』

　

今
後
、
遺
伝
子
組
み
換
え
農
産
物
や

強
い
農
薬
が
増
え
る
こ
と
に
比
例
し

て
、
農
薬
も
化
成
肥
料
も
使
用
不
可
、

遺
伝
子
組
み
換
え
も
不
可
で
あ
る
有
機

農
産
物
に
対
す
る
需
要
は
、
増
加
し
て

い
く
こ
と
は
確
実
で
す
。
事
実
大
手

ス
ー
パ
ー
も
有
機
農
産
物
を
取
り
扱
う

よ
う
に
な
っ
て
、
引
き
合
い
も
活
発
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

小
さ
な
町
の
小
さ
な
農
園
で
す
が
、

安
全
・
安
心
・
美
味
し
い
を
モ
ッ
ト
ー

に
、
有
機
栽
培
の
お
米
作
り
を
続
け
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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田
布
施
中
学
校　

校
長

岡
室　

真
文

ピ
ッ
チ
ピ
ッ
チ
　
チ
ャ
ッ
プ
チ
ャ
ッ
プ

ラ
ン
ラ
ン
ラ
ン

　

四
季
折
々
の
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ

た
田
布
施
町
。
新
緑
が
濃
さ
を
増
し
、

力
強
さ
も
感
じ
る
木
々
の
緑
が
季
節
の

雨
に
洗
わ
れ
る
日
々
で
す
。
こ
の
季
節

に
思
わ
ず
口
ず
さ
む
童
話
『
あ
め
ふ
り
』

は
、
１
９
２
５
年
（
大
正
14
年
）
に
、
北

原
白
秋
作
詞
、
中
山
晋
平
作
曲
に
よ
り
、

雑
誌
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
で
世
に
出
た
そ

う
で
す
。

あ
め
あ
め　

ふ
れ
ふ
れ　

か
あ
さ
ん
が

じ
ゃ
の
め
で　

お
む
か
い　

う
れ
し
い
な

ピ
ッ
チ
ピ
ッ
チ　

チ
ャ
ッ
プ
チ
ャ
ッ
プ

ラ
ン
ラ
ン
ラ
ン

か
け
ま
し
ょ　

か
ば
ん
を　

か
あ
さ
ん
の

あ
と
か
ら　

ゆ
こ
ゆ
こ　

か
ね
が
な
る

ピ
ッ
チ
ピ
ッ
チ　

チ
ャ
ッ
プ
チ
ャ
ッ
プ

ラ
ン
ラ
ン
ラ
ン

あ
ら
あ
ら　

あ
の
こ
は　

ず
ぶ
ぬ
れ
た

や
な
ぎ
の　

ね
か
た
で　

な
い
て
い
る

ピ
ッ
チ
ピ
ッ
チ　

チ
ャ
ッ
プ
チ
ャ
ッ
プ

ラ
ン
ラ
ン
ラ
ン

か
あ
さ
ん　

ぼ
く
の
を　

か
し
ま
し
ょ
か

き
み
き
み　

こ
の
か
さ　

さ
し
た
ま
え

ピ
ッ
チ
ピ
ッ
チ　

チ
ャ
ッ
プ
チ
ャ
ッ
プ

ラ
ン
ラ
ン
ラ
ン

　

あ
め
ふ
り
の
日
に
「
か
あ
さ
ん
」
が
迎

え
に
来
て
く
れ
た
喜
び
や
、
ず
ぶ
ぬ
れ

に
な
っ
て
い
る
友
だ
ち
へ
「
ぼ
く
」
の
傘

を
貸
し
て
あ
げ
る
思
い
や
り
、
そ
し
て

そ
の
こ
と
で
「
か
あ
さ
ん
」
と
同
じ
傘
に

入
れ
る
大
き
な
喜
び
が
表
現
さ
れ
て
い

ま
す
。
短
い
詩
か
ら
、
温
も
り
の
あ
る

一
つ
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
が
目
に
浮
か

ん
で
き
ま
す
。

　
『
ピ
ッ
チ
ピ
ッ
チ　

チ
ャ
ッ
プ
チ
ャ
ッ

プ　

ラ
ン
ラ
ン
ラ
ン
』と「
ぼ
く
」の
よ
う

に
季
節
を
楽
し
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

雨
の
日
に
も
う
一
つ
。

　

道
路
を
歩
い
て
い
る
と
前
か
ら
来
た

車
が
ス
ピ
ー
ド
を
落
と
し
て
、
ゆ
っ
く

り
と
通
り
過
ぎ
て
い
き
ま
し
た
。
も
ち

ろ
ん
、
道
路
に
た
ま
っ
て
い
る
水
が
歩

行
者
に
飛
び
散
ら
な
い
よ
う
に
と
の
心

配
り
か
ら
で
す
。
親
子
で
歩
い
て
い
る

と
き
に
、
こ
の
よ
う
な
経
験
が
で
き
れ

ば
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
心
配
り
を
ぜ
ひ
子

ど
も
に
話
し
た
い
も
の
で
す
。
日
ご
ろ
、

わ
た
し
た
ち
は
互
い
に
支
え
ら
れ
な
が

ら
生
活
し
て
い
ま
す
。
生
活
の
中
に
あ

る
『
プ
ラ
ス
の
人
権
感
覚
』
に
気
づ
き
、

伝
え
る
こ
と
は
心
豊
か
な
世
の
中
を
つ

く
っ
て
い
く
こ
と
に
繋
が
り
ま
す
。

No.177

　

私
達
の
ダ
ン
ス
サ
ー
ク
ル
は
生
涯

教
育
の
一
環
と
し
て
、
健
康
管
理
、

人
間
関
係
、
高
齢
者
の
ボ
ケ
防
止
を

目
的
に
活
動
し
て
お
り
、
競
技
会
参

加
が
目
的
の
人
に
は
個
人
レ
ッ
ス
ン

も
し
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
団
体
は
、
公
益
社
団
法

人
日
本
ダ
ン
ス
ス
ポ
ー
ツ
連
盟
（
本

部
：
東
京
）
の
下
部
組
織
・
山
口
県

ダ
ン
ス
ス
ポ
ー
ツ
連
盟
で
、
現
在
会

員
数
約
５
０
０
人
で
す
。

　

毎
年
４
月
・
10
月
に
全
国
大
会
を

開
催
し
て
い
ま
す
。
ま
た
会
員
の
親

睦
パ
ー
テ
ィ
ー
を
１
回
開
催
し
て
い

ま
す
。

　

昨
年
山
口
県
は
「
ね
ん
り
ん
ピ
ッ

ク
」
の
開
催
県
と
な
り
、
私
達
は
光

市
で
ダ
ン
ス
ス
ポ
ー
ツ
全
国
大
会
を

開
催
し
ま
し
た
。
ダ
ン
ス
ス
ポ
ー
ツ

は
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
ラ
テ
ン
が
あ

り
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
は
ワ
ル
ツ
・
タ

ン
ゴ
・
フ
ォ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ッ
ト
・
ク

イ
ッ
ク
ス
テ
ッ
プ
・
ヴ
ィ
ー
ニ
ー
ズ

ワ
ル
ツ
の
５
種
目
、
ラ
テ
ン
は
チ
ャ

チ
ャ
チ
ャ
・
ル
ン
バ
・
サ
ン
バ
・
パ

ソ
ド
ブ
レ
・
ジ
ャ
イ
ブ
の
５
種
目
で

競
技
を
行
い
ま
す
。
そ
の
他
パ
ー

テ
ィ
ー
で
は
マ
ン
ボ
・
ジ
ル
バ
ー
・

ブ
ル
ー
ス
な
ど
も
踊
り
ま
す
。

　

田
布
施
サ
ー
ク
ル
は
、
毎
週
２
回

火
曜
日
と
金
曜
日
に
活
動
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
毎
年
２
回
親
睦
ダ
ン
ス

パ
ー
テ
ィ
ー
も
行
っ
て
い
ま
す
。
外

の
サ
ー
ク
ル
と
の
交
流
と
日
頃
の
練

習
の
成
果
・
活
動
内
容
を
参
加
者
に

見
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ダ
ン
ス
ス
ポ
ー
ツ
界
は
、
高
齢
化

が
進
み
年
々
会
員
が
減
少
し
て
い
ま

す
。
新
規
会
員
を
待
っ
て
い
ま
す
。

田布施ダンススポーツ

■講師　谷村　ツタ子
■日時・場所
・毎週火曜日　午後１時30分～午後３時30分
　中央公民館
・毎週金曜日　午後７時30分～午後９時30分
　東田布施公民館
■代表者　杉谷　信二
■問合せ先　☎52-4422

サ ー
ク

ル ス
ケ ッ

チ

▲ 田布施ダンススポーツのみなさん

◀ 踊る姿がとても美しいです
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中
谷
み
さ
を

國
本
英
智
郎

加
治　

紀
子

小
藤　

淳
子

藤
井
智
恵
子

６月の
休館日

 

絵
本 

 

一
般 

図
書
館
へ

行
こ
う
。

もう一冊。

2016　6/10 号　

毎週月曜日
月末整理 30 日（木）

自
然
の
幕
閉
じ
る
ま
で
こ
の
道
歩
き
続
け
る

は
ら
は
ら
は
ら　

は
ら
は
ら
は
ら
と
竹
の
秋

ひ
と
つ
遅
い
電
車
に
乗
っ
て
お
月
さ
ん

若
さ
を
重
ね
て　

老
い
て
ゆ
き
た
い

道
の
世
界
の
地
図
無
き
道
を
人
は
老
い

　
　
　
　

短
歌

赤
米
に
ど
ん
ぐ
り
団
子
山
桃
酒

　
　

何
が
な
親
し
弥
生
の
く
ら
し	

藤
田　

京
子

海か
い
ど
う棠

の
梢
の
先
の
上
り
月

　
　

わ
が
胸
内
に
満
つ
る
黄
の
色	

吉
村　

京
子

青
蛙
縁
に
止
ま
れ
る
植
木
鉢

　
　

落
と
さ
ず
運
び
ゆ
っ
く
り
と
置
く	

岡
本
ま
さ
子

足
を
病
む
我
に
少
女
は
走
り
寄
り

　
　

背
を
低
く
し
て
肩
貸
し
く
れ
る	

城　
　

恭
子

音お
と
づ
れ信

川
そ
ひ
の
湯
宿
の
旅
芝
居

　
　

小
町
娘
の
八
女
茶
を
買
ひ
ぬ	

久
保　
　

敬

周
防
一
夜
会

　
　
　
　

麻
郷
俳
句
教
室

制
服
に
笑
顔
こ
ぼ
る
ゝ
風
五
月	

松
根
千
代
子

葉
桜
や
電
子
辞
書
よ
り
鳥
の
声	

田
村　

文
代

そ
よ
ぐ
葉
に
透
け
る
光
や
桜
の
実	

播
磨　

春
枝

お
点
前
を
頂
く
堂
縁
庭
若
葉	

岡　
　

倫
子

添て
ん
け
い景

に
あ
ざ
み
を
残
し
草
を
刈
る	

木
村　

博
通

街
路
図
に
今
は
無
き
店
蓬

よ
も
ぎ

餅	

曽
我　

欣
行

『心に響く小さな５つの物語Ⅱ』
　　  藤尾 秀昭  文・片岡 鶴太郎  画

日本人が潜在的に持っている美しい
心を引きだす力がある本です。
深い山に入って道を失った時、先人
の残してくれている道標は迷う心に
安心感を与えてくれます…。生きる
力がわいてくる５つの感動実話！

問田布施図書館　☎ 52-2288
　HP　　  http://library.town.tabuse.yamaguchi.jp
　E-mail　library.tabuse@town.tabuse.yamaguchi.jp

脳
の
指
令
は
新
幹
線
よ
り
も
速
い
！

 

サ
イ
モ
ン
・
ロ
ジ
ャ
ー
ス

な
ぞ
な
ぞ
は
じ
ま
る
よ 

高
畠
　
　
純

ね
こ
ど
け
い 

や
ま
わ
き
ゆ
り
こ

恐
竜
の
骨 

ロ
ブ
・
コ
ル
ソ
ン

出
発
進
行
！
里
山
ト
ロ
ッ
コ
列
車

 

か
こ
さ
と
し

風
さ
そ
う
弥
生
の
夜
桜 

斉
藤
　
　
洋

伝えられなかった大切な人への想い。あ
なたに代わって、お届けします――。ラ
ブレター、絶縁状、天国からの手紙…。
鎌倉で代書屋を営む鳩子の元に、今日も
風変わりな依頼が舞い込みます。

介
護
漂
流 

山
口
　
道
宏

Ｄ
Ｉ
Ｙ
で
作
る
ナ
チ
ュ
ラ
ル
な
子
ど
も
家
具 

主
婦
と
生
活
社

長
生
き
ご
は
ん 

ゆ
う
ゆ
う
編
集
部

女
の
七
つ
の
大
罪 

林
　
真
理
子
・
小
島
　
慶
子

イ
ヤ
シ
ノ
ウ
タ 

吉
本
ば
な
な

求
愛 

瀬
戸
内
寂
聴

『ツバキ文具店』
小川 糸  著

おしゃべり箱おはなしの会
　６月25日（土）  午前10時30分～
　図書館２Ｆ講座室にて

『このあとどうしちゃおう』
  　　　　　ヨシタケ シンスケ  作
死んだおじいちゃんの部屋を掃除して
いたら、「このあとどうしちゃおう」と
書かれたノートが出てきて…。死んだ
らどうなる？どうしたい？生きてる間
に考えてみよう！ヨシタケシンスケの
発想えほん第 3 弾。

句
俳

短
歌

 イ ベ ン ト 



月～金曜日　8:30 ～15:30
（ 昼　休　み　　12:15 ～13:15 ）

土　曜　日　8:30 ～13:30

21

おんとも
子育て支援センター

・水遊び・プール遊びが始まります。水着・タオルの用意を
　お願いします。
・23 日（土）は夏祭りの準備のため、支援センターはお休みです。

広報たぶせNo.957

問
社
会
福
祉
協
議
会

☎
53
‐
１
１
０
３

＊ 

社
会
福
祉
事
業
へ

浄
泉
寺
佛
教
婦
人
会

匿
名
１
件

＊ 

春
の
展
示
即
売
会
の
売
上
を

千
草
会

＊ 

香
典
返
し

大
波
野
上　

小
野
保
二
（
妻
）
君
子

尾
津
東　

松
原
行
夫
（
義
母
）
マ
サ

奈　

良　

岩
熊
孝
明
（
父
）
昭
雄

祇　

園　

藤
山
照
子
（
夫
）
和
夫

竹　

重　

吉
村
國
勝
（
母
）
睦
江

大　

田　

銭
谷
忠
義

（
義
母
）
國
近
ア
サ
子

＊
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
２
台
寄
付

祇　

園　

藤
山
照
子

（
４
／
18
～
５
／
19
受
付
分
）

はいはい

５ 日 ( 火 )　身体測定・七夕飾り作り
12 日 ( 火 )　水遊び
19 日 ( 火 )　水遊び
26 日 ( 火 )　水遊び

あんよができるまでの赤ちゃん対象

すくすく

８ 日 ( 金 )　身体測定
20 日 ( 水 )　調理実習※予約制 10 組限定

22 日 ( 金 )　プール遊び

H25.4.2 ～ H26.4.1 生まれの 2 歳児対象

よちよち

７ 日 ( 木 )　身体測定・七夕飾り作り
14 日 ( 木 )　プール遊び
21 日 ( 木 )　おにぎりギュッ！・プール遊び
28 日 ( 木 )　プール遊び

あんよが上手にできる H26.4.2 以降生まれ対象

赤ちゃんサロン（７月行事） 10:00 ～ 12:00

全員対象

６ 日 ( 水 )　救急法講座
13 日 ( 水 )　リトミック・誕生会

問たぶせ保育園　☎53-1012

施設開放 *  *  *

問☎ 23-0110
　 http://www.police.pref.
　yamaguchi.jp/1040/index.htm

梅雨期の災害に備えて

　山口県では６～７月ごろが梅雨の時期にあたりま
す。梅雨時期に備え、次のことに注意して災害から身
を守りましょう。

○平素の心がけ
・家庭で災害発生時の役割分担、集合場所、避難場所

や避難ルートを確認しておきましょう。
・非常持出品を準備しておきましょう。

○大雨が降り出したら
・テレビ、ラジオ、スマートフォンなどを活用し、最

新の気象情報を確認しましょう。

柳井警察署だより

・強い雨が長時間降り続くときは、避難の準備をしま
しょう。

・山鳴りや、川の水が濁るなど危険サインを見逃さな
いようにしましょう。

○避難する際に
・水の深さが腰まであるときは、高いところで救助を

待ちましょう。
・身体の不自由な人、お年寄り、小さなお子さんから

目を離さず、安全な誘導を心がけましょう。
・運動靴をはき、荷物はリュックサックなどに入れ背

中に背負うなど両手が使える状態にしましょう。
・警察や市町などの避難指示に従って避難しましょう。

防
災
行
政
無
線
の
放
送
内
容　
電
話
で
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。　

☎
51
‐
４
０
１
１
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く ら し の 情 報

お 

知 

ら 

せ

【 

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動  

】

　

７
月
は
、「
社
会
を
明
る
く
す
る

運
動
～
犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、
立

ち
直
り
を
支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ
」

の
強
調
月
間
で
す
。

　

法
務
省
主
唱
の
「
社
会
を
明
る
く

す
る
運
動
」
と
は
、
す
べ
て
の
国
民

が
、
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
罪
を
犯

し
た
人
た
ち
の
更
生
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い

て
力
を
合
わ
せ
、
犯
罪
や
非
行
の
な

　

平
成
29
年
度
か
ら
使
用
す
る
中
学
校

用
教
科
書
、
高
等
学
校
低
学
年
用
の

教
科
書
お
よ
び
本
年
度
使
用
し
て
い

る
小
学
校
・
中
学
校
用
教
科
書
の
見

本
本
、
文
部
科
学
省
著
作
本
、
学
校

教
育
法
附
則
第
９
条
の
規
定
に
よ
る

教
科
用
図
書
、
各
教
科
書
目
録
の
展

示
会
を
、次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

　

教
育
関
係
者
に
限
ら
ず
、
ど
な
た

で
も
閲
覧
で
き
ま
す
。

◇
日
時

　

６
月
１
日（
水
）～
７
月
26
日（
火
）

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

　
（
図
書
館
の
休
館
日
を
除
く
）

◇
場
所　

田
布
施
図
書
館

◇
そ
の
他　

記
入
用
紙
を
用
意
し
て

い
ま
す
の
で
、
教
科
書
に
対
す
る

ご
意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
せ
先　

田
布
施
図
書
館

　

☎
52
‐
２
２
８
８

【 
教
科
書
展
示
会 

】

　

地
震
・
津
波
や
武
力
攻
撃
な
ど
の

緊
急
時
に
、
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ

ム（
Ｊジ
ェ
イ
‐
Ａア

ラ

ー

ト

Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
）で
送
ら
れ
て

く
る
国
か
ら
の
緊
急
情
報
が
、
町
の

防
災
行
政
無
線
か
ら
確
実
に
放
送
さ

れ
る
か
ど
う
か
、
全
国
一
斉
試
験
が

行
わ
れ
ま
す
。

　

今
回
の
放
送
試
験
は
、
６
月
23
日

（
木
）の
午
前
10
時
15
分
ご
ろ
に
実
施

さ
れ
ま
す
。
放
送
内
容
は
緊
急
地
震

速
報
の
訓
練
放
送
と
な
り
ま
す
。

◇
問
合
せ
先　

総
務
企
画
課
総
務
係

　

☎
52
‐
５
８
０
２

【 

防
災
行
政
無
線
で
の

緊
急
情
報
放
送
試
験 

】

　

６
月
は
住
環
境
衛
生
推
進
月
間
で

す
。
住
環
境
衛
生
に
注
意
し
て
快
適

な
生
活
を
し
ま
し
ょ
う
。

■
感
染
症
や
食
中
毒
予
防
の
た
め
、

衛
生
害
虫
の
防
除
を

　

ね
ず
み
や
ゴ
キ
ブ
リ
な
ど
の
生
活

環
境
へ
の
侵
入
を
防
ぎ
、
駆
除
に

努
め
ま
し
ょ
う
。

　

駆
除
に
当
た
っ
て
は
、
生
息
場
所

を
確
か
め
、
掃
除
や
食
品
、
残
飯

な
ど
の
管
理
を
し
っ
か
り
行
っ
た

上
で
、
薬
剤
を
使
う
な
ど
す
る
と

効
果
的
で
す
。

■
室
内
空
気
汚
染
予
防
の
た
め
換
気

を
し
ま
し
ょ
う

　

気
温
が
高
い
時
期
、
特
に
新
築
、

改
築
、
改
装
後
の
気
密
性
の
高
い

建
物
は
換
気
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ

う
。

　

夏
期
に
、
建
物
を
長
く
締
め
切
っ

て
い
た
と
き
は
、
十
分
換
気
を
し

ま
し
ょ
う
。
窓
に
よ
る
換
気
は
、

場
所
が
離
れ
た
２
カ
所
の
窓
を
開

け
る
と
効
果
的
で
す
。

◇
問
合
せ
先

・
柳
井
保
健
所

　

☎
22
‐
３
６
３
１

・
町
民
福
祉
課　

環
境
係

　

☎
52
‐
５
８
１
０

【 

住
環
境
衛
生
推
進
月
間 

】

以下は広告スペースです。「広報たぶせ」に掲載している内容とは関係ありません。

【 

外
国
人
労
働
者
問
題
啓
発
月
間  

】

　

外
国
人
（
特
別
永
住
者
を
除
く
）

労
働
者
の
雇
入
れ
お
よ
び
離
職
の
際

に
は
、
そ
の
氏
名
・
在
留
資
格
な
ど

に
つ
い
て
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
の
届
出

が
必
要
で
す
。

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
、
こ
の
届
出

に
基
づ
き
、
雇
用
環
境
の
改
善
に
向

け
て
事
業
主
へ
の
助
言
・
指
導
や
離

職
し
た
外
国
人
へ
の
再
就
職
援
助
を

効
果
的
に
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
事
業
主
が
外
国
人
雇
用
状

況
の
届
出
に
当
た
り
在
留
資
格
な
ど

を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
不
法
就

労
の
防
止
が
図
ら
れ
ま
す
。

　

外
国
人
労
働
者
が
適
切
な
労
働
条

件
お
よ
び
安
全
衛
生
の
下
、
在
留
資

格
の
範
囲
内
で
能
力
を
発
揮
し
つ
つ

就
労
で
き
る
よ
う
、
雇
用
管
理
の
改

善
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
せ
先

・
山
口
労
働
局
職
業
対
策
課

　

☎
０
８
３
‐
９
９
５
‐
０
３
８
３

・
柳
井
公
共
職
業
安
定
所

　

☎
22
‐
２
６
６
１

い
明
る
い
社
会
を
築
こ
う
と
す
る
全

国
的
な
運
動
で
す
。
犯
罪
や
非
行
の

な
い
安
全
・
安
心
な
地
域
社
会
を
築

く
た
め
の
取
組
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
た
ち

の
立
ち
直
り
を
支
え
ま
し
ょ
う
。

◇
問
合
せ
先　

山
口
保
護
観
察
所

　

☎
０
８
３
‐
９
２
２
‐
１
３
２
７



23 広報たぶせNo.957

＊「
広
報
た
ぶ
せ
」の
点
字
版
ま
た
は
音
訳
テ
ー
プ
を
お
届
け
し
ま
す
。
社
会
福
祉
協
議
会（
☎
53
‐
１
１
０
３
）へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。　

以下は広告スペースです。「広報たぶせ」に掲載している内容とは関係ありません。

　

田
布
施
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
交
流
大
会

を
開
催
し
ま
す
。
ス
ポ
ー
ツ
に
関
心
の

あ
る
人
は
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

◇
日
時　

７
月
２
日
（
土
）

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時

◇
場
所　

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

◇
内
容　

サ
ッ
カ
ー
・
ラ
ー
ジ
ボ
ー

ル
卓
球
・
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
・
バ
ウ

ン
ド
テ
ニ
ス
・
水
泳
・
弓
道
な
ど

◇
問
合
せ
先　

社
会
教
育
課

　

☎
52
‐
５
８
１
３

【 

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
交
流
大
会 

】

相　

談

【 

不
妊
専
門
相
談
会 

】

◇
日
時　

７
月
15
日（
金
）

　

午
後
３
時
～
午
後
５
時

◇
場
所　

柳
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

２
階　

ク
リ
ニ
ッ
ク
室

◇
専
門
相
談
担
当
者

・
産
婦
人
科
医
師　

独
立
行
政
法
人

地
域
医
療
機
能
推
進
機
構　

徳
山

中
央
病
院　
　

伊
藤
淳
先
生

【 

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番 

】

６
月
27
日（
月
）～
７
月
３
日（
日
）は

「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」強
化
週
間

　

山
口
地
方
法
務
局
お
よ
び
山
口
県

人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、
学
校

に
お
け
る
『
い
じ
め
』
や
家
庭
内
で
の

児
童
虐
待
な
ど
、
子
ど
も
を
め
ぐ
る

様
々
な
問
題
や
悩
み
に
つ
い
て
、「
子

ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」に
よ
る
電
話

相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

◇
強
化
期
間
中
の
相
談
時
間

・
平
日

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

・
土
日　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

◇
相
談
窓
口

　

☎
０
１
２
０
‐
０
０
７
‐
１
１
０

・
臨
床
心
理
士
・
生
殖
心
理
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー　
　

今
井
佳
子
先
生

◇
相
談
内
容

　

不
妊
に
関
す
る
相
談
・
不
妊
治
療

に
関
す
る
情
報
提
供
・
不
妊
に
関

す
る
悩
み
や
ス
ト
レ
ス
な
ど

※
秘
密
は
厳
守
い
た
し
ま
す
。

◇
費
用　

無
料

◇
申
込
期
限　

７
月
７
日
（
木
）
ま

で
に
電
話
で
予
約

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

柳
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

☎
22
‐
３
６
３
１

【 

求
職
者
の
た
め
の
出
張
相
談 

】

◇
日
時　

毎
月
第
２
・
４
木
曜
日

　

①
午
前
10
時
～　

②
午
前
11
時
～

③
正
午
～

◇
場
所　

柳
井
市
中
央
公
民
館

　
（
柳
井
市
柳
井
３
７
１
８
）

◇
内
容　

パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
て
、
興

味
・
能
力
の
観
点
か
ら
職
業
と
の

相
性
を
調
べ
、
そ
の
結
果
を
も
と
に

キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
仕
事
の

選
択
に
つ
い
て
話
し
合
う

◇
対
象　

15
～
39
歳
の
求
職
中
の
人

◇
相
談
料　

無
料
（
要
事
前
予
約
）

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

し
ゅ
う
な
ん
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

　

☎
０
８
３
４
‐
27
‐
６
２
７
０

　

障
が
い
の
あ
る
人
に
対
し
て
一
緒

に
手
助
け
を
し
ま
せ
ん
か
？
誰
も
が

暮
ら
し
や
す
い
地
域
社
会
を
作
り
ま

し
ょ
う
。

◇
日
時　

６
月
25
日
（
土
）

　

午
前
10
時
～
午
前
11
時
30
分

◇
場
所　

ほ
し
ら
ん
ど
く
だ
ま
つ

◇
参
加
料　

無
料

◇
定
員　

先
着
40
人

◇
申
込
期
限　

６
月
20
日
（
月
）

◇
問
合
せ
先　

木
原
愛
子
（
障
が
い

　

の
あ
る
子
を
持
つ
親
）

　

☎
０
８
０
‐
６
３
３
０
‐
４
５
６
２

　

E-m
ail

：kiharafam
ily.00@ezw

eb..

　

ne.jp

【 

あ
い
サ
ポ
ー
タ
ー
研
修
会 

】

講 

習
・
講 

座

【 

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習 

】

◇
日
時
（
２
日
間
の
受
講
が
必
要
）

　

７
月
21
日
（
木
）・
22
日
（
金
）

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

　
（
21
日
：
午
後
３
時
30
分
ま
で
）

◇
場
所　

光
地
区
消
防
組
合
消
防
本
部

◇
受
講
料

　

４
１
０
０
円
（
図
書
代
な
ど
）

◇
受
講
手
続　

受
講
申
込
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
６
カ
月
以
内
に

撮
影
し
た
写
真
１
枚
（
縦
４
㎝
×

横
３
㎝
）
を
添
付
し
て
提
出

※
開
催
案
内
お
よ
び
受
講
申
込
書
は

光
地
区
消
防
組
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（http://119.city.hikari.

lg.jp/

）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。

◇
受
付
期
間　

　

６
月
13
日（
月
）～
７
月
１
日（
金
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

　
（
48
人
程
度
）

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

 

〒
７
４
３
‐
０
０
１
１

　

光
市
光
井
６
‐
16
‐
１ 

　

光
地
区
消
防
組
合
消
防
本
部

予
防
課
指
導
係

　

☎
０
８
３
３
‐
74
‐
５
６
０
２
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【 

健
康
ま
る
ご
と
講
座
（
第
２
回
） 

】

【 

普
通
救
命
講
習
Ⅰ
（
３
時
間
） 

】

◇
日
時　

７
月
24
日（
日
）

　

午
前
９
時
～
正
午

　
（
受
付
：
午
前
８
時
30
分
～
）

◇
場
所　

西
田
布
施
公
民
館

◇
内
容　

成
人
の
心
肺
蘇
生
法
・
Ａ

Ｅ
Ｄ
の
操
作
な
ど

※
動
き
や
す
い
服
装
で
お
越
し
く
だ

さ
い
。

◇
定
員　

20
人
（
無
料
）

◇
申
込
方
法

　

消
防
署
へ
備
え
付
け
の
申
込
書

（
Ｆ
Ａ
Ｘ
可
）
ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（http://1

1
9

.city.hikari.
lg.jp/info/kyuukyuu.htm

）
か

ら
申
し
込
む

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

光
地
区
消
防
組
合
消
防
本
部
警
防
課

　

☎
０
８
３
３
‐
74
‐
５
６
０
３

　

FAX
０
８
３
３
‐
74
‐
５
６
１
１

【 

赤
十
字
救
急
法
基
礎
講
習
会 

】

　

日
常
生
活
に
お
け
る
事
故
防
止

や
、
思
わ
ぬ
事
故
・
災
害
で
け
が
を

し
た
人
や
急
病
の
人
に
対
す
る
救
命

手
当
・
応
急
手
当
の
方
法
な
ど
に
つ

い
て
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

【
周
南
市
会
場
】

・
日
時

　

７
月
29
日
（
金
）
～
31
日
（
日
）

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

・
場
所

　

新
南
陽
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

・
申
込
期
限　

７
月
１
日
（
金
）

【
岩
国
市
会
場
】

・
日
時

　

８
月
５
日
（
金
）
～
７
日
（
日
）

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

・
場
所　

岩
国
市
役
所

・
申
込
期
限　

７
月
22
日
（
金
）

◇
受
講
資
格

　

満
15
歳
以
上
の
人

◇
受
講
料

　

教
材
費　

３
２
０
０
円

◇
募
集
人
数　

各
会
場
30
人

◇
申
込
方
法

　

町
民
福
祉
課
に
備
え
付
け
の
申
込

24

　

歯
と
口
は
、「
話
す
」「
食
べ
る
」「
表

情
を
豊
か
に
す
る
」
な
ど
元
気
で
楽

し
い
生
活
を
送
る
た
め
の
大
切
な
機

能
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
歯
と

口
の
健
康
は
全
身
の
健
康
と
深
く
関

係
し
、
元
気
の
み
な
も
と
で
す
。
講

座
に
参
加
し
て
い
つ
ま
で
も
元
気
な

【 
い
き
い
き
講
座
（
第
２
回
） 

】

　

認
知
症
に
つ
い
て
、
み
ん
な
で
勉

強
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

※
「
た
ぶ
せ
健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
」
の

対
象
講
座
で
す
。

◇
日
時

　

７
月
21
日
（
木
）

　

午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分

◇
場
所　

高
齢
者
い
き
い
き
館

◇
内
容

　

認
知
症
の
病
態
・
症
状
・
治
療
に

つ
い
て

◇
講
師

　

町
保
健
師
・
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
職
員

◇
参
加
料　

無
料

◇
申
込
期
限　

７
月
14
日
（
木
）

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

保
健
セ
ン
タ
ー

　

☎
52
‐
４
９
９
９

歯
と
口
を
維
持
し
ま
せ
ん
か
。

※
「
た
ぶ
せ
健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
」
の

対
象
講
座
で
す
。

◇
日
時

　

７
月
29
日
（
金
）

　

午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時

◇
場
所　

高
齢
者
い
き
い
き
館

◇
内
容

　
「
歯
」
か
ら
始
ま
る
健
康
づ
く
り

◇
講
師

　

歯
科
衛
生
士
・
町
保
健
師

◇
参
加
料　

無
料

◇
申
込
期
限　

７
月
28
日
（
木
）

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

保
健
セ
ン
タ
ー

　

☎
52
‐
４
９
９
９

以下は広告スペースです。「広報たぶせ」の内容とは関係ありません。

【 

ち
び
っ
こ
広
場
特
別
講
座 

】

　

子
ど
も
の
成
長
発
達
を
知
っ
て
、

上
手
に
育
児
中
の
ス
ト
レ
ス
と
向
き

合
う
方
法
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で

き
る
と
良
い
で
す
よ
ね
。
自
分
自
身

の
心
を
軽
く
す
る
た
め
、
周
り
の
大

切
な
家
族
や
友
人
を
サ
ポ
ー
ト
す
る

た
め
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

※
子
守
り
を
し
ま
す
の
で
お
子
さ
ん

　

と
一
緒
に
参
加
で
き
ま
す
。

◇
日
時　

７
月
20
日
（
水
）

　

午
前
10
時
～
正
午

　
（
受
付
：
午
前
９
時
30
分
～
）

◇
場
所　

西
田
布
施
公
民
館
大
集
会
室

◇
内
容

　

子
育
て
中
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

◇
講
師　

臨
床
心
理
士　

林
俊
美
先
生

◇
参
加
費　

無
料

◇
申
込
期
限　

７
月
13
日
（
水
）

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

保
健
セ
ン
タ
ー

　

☎
52
‐
４
９
９
９

広
報
の
お
話
　

vol

 

10

　

広
報
に
携
わ
り
３
年
目
で
す
。

撮
影
の
コ
ツ
も
掴
め
て
き
て
、

以
前
よ
り
も
イ
ベ
ン
ト
の
様
子

に
目
が
向
く
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
３
月
以
降
は
、
田
布
施
倶

楽
部
の
Ｆ
ａ
ｃ
ｅ
ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
で
、

参
加
し
た
イ
ベ
ン
ト
の
リ
ア
ル

タ
イ
ム
投
稿
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
が
田
布
施
町
を
よ

り
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、

自
分
自
身
が
楽
し
み
な
が
ら
伝

え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
！

（
初
心
に
帰
ろ
う
。
広
報
担
当
）



広報たぶせNo.957

【 

自
衛
官
募
集 

】

■
自
衛
官
募
集
に
つ
い
て

　

平
成
28
年
度
自
衛
官
候
補
生
（
男

子
）
採
用
試
験
の
募
集
を
実
施
し

ま
す
。

◇
応
募
資
格

　

18
歳
以
上
27
歳
未
満
の
男
子
（
日

本
国
籍
保
有
者
）

◇
次
回
試
験
期
日

　

６
月
25
日
（
土
）

◇
次
回
試
験
受
付
期
限

　

６
月
23
日
（
木
）

※
受
付
は
、
年
間
を
通
じ
て
行
っ
て

い
ま
す
。

■
自
衛
官
募
集
説
明
会

　

自
衛
官
な
ど
の
募
集
に
関
す
る
説

明
会
を
、次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
日
時　

７
月
31
日
（
日
）

　

午
後
１
時
～
午
後
３
時

◇
場
所　

中
央
公
民
館

■
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

〒
７
４
２
‐
０
０
３
１

　

柳
井
市
南
町
３
‐
８
‐
４

荒
田
ビ
ル
２
階

　

防
衛
省
自
衛
隊
山
口
地
方
協
力
本

部
柳
井
地
域
事
務
所

　

☎
22
‐
８
１
９
９

　

山
口
県
下
水
道
協
会
の
下
水
道
排

水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
更
新
講
習

が
、
次
の
と
お
り
行
わ
れ
ま
す
。

◇
日
時

　

９
月
28
日（
水
）

　

午
後
１
時
30
分
～
午
後
４
時

◇
場
所

　

山
口
県
セ
ミ
ナ
ー
パ
ー
ク
講
堂

　
（
山
口
市
秋
穂
二
島
１
０
６
２
）

◇
対
象
者

　

平
成
７
年
・
10
年
・
13
年
・
23
年

に
資
格
を
取
得
し
た
責
任
技
術
者

◇
申
込
期
間

　

７
月
１
日（
金
）～
22
日（
金
）

※
対
象
者
に
は
所
定
の
様
式
を
送
付

し
ま
す
。

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

建
設
課  

下
水
道
管
理
係

　

☎
52
‐
５
８
１
７

【 

下
水
道
排
水
設
備
工
事

責
任
技
術
者
更
新
講
習 

】

25

【 

放
送
大
学 

10
月
生 

】

　

放
送
大
学
で
は
平
成
28
年
度
第
２

学
期
（
10
月
入
学
）
の
学
生
を
募
集

中
で
す
。

　

放
送
大
学
は
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
通
し
て
学

ぶ
通
信
制
大
学
で
す
。
心
理
学
・
福

祉
・
経
済
・
歴
史
・
文
学
・
自
然
科

学
な
ど
幅
広
い
分
野
を
学
べ
ま
す
。

◇
出
願
期
限

　

第
１
回　

８
月
31
日
（
水
）

　

第
２
回　

９
月
20
日
（
火
）

◇
資
料
請
求
・
問
合
せ
先

　

放
送
大
学
山
口
学
習
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
８
３
‐
９
２
８
‐
２
５
０
１

【  

平
成
28
年
度  

慰
霊
巡
拝 

】

　

国
で
は
、
先
の
大
戦
に
お
け
る
戦

没
者
の
遺
族
を
対
象
と
し
た
慰
霊
巡

拝
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◇
実
施
地
域

　

ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
地
方
／
イ
ル
ク
ー

ツ
ク
州
／
樺
太
／
沿
海
地
方
／
中

国
東
北
地
方
／
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ

ア
／
硫
黄
島
／
ビ
ス
マ
ー
ク
・
ソ

ロ
モ
ン
諸
島
／
マ
リ
ア
ナ
諸
島
／

ミ
ャ
ン
マ
ー
／
フ
ィ
リ
ピ
ン

◇
参
加
費　　

硫
黄
島
…
２
万
円

　

そ
の
他
…
18
万
円
～
40
万
５
千
円

◇
補
助　

参
加
者
に
は
国
の
規
定
に

基
づ
い
て
算
出
さ
れ
た
旅
費
額
の

３
分
の
１
の
額
を
補
助

◇
派
遣
人
員

　

当
該
地
域
に
お
け
る
戦
没
者
遺
族

　

各
地
域
15
～
１
０
０
人

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

山
口
県
長
寿
社
会
課
援
護
班

　

☎
０
８
３
‐
９
３
３
‐
２
８
０
０

募　

集

【  

た
ぶ
せ
ス
ポ
ー
ツ
ま
つ
り  

出
店 

】

　

10
月
15
日
（
土
）
に
田
布
施
町
ス

ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
る
た
ぶ

せ
ス
ポ
ー
ツ
ま
つ
り
の
新
規
出
店
者

を
募
集
し
ま
す
。

※
出
店
料
が
か
か
り
ま
す
。
詳
細
は

　

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
受
付
期
限　　

７
月
31
日
（
日
）

◇
問
合
せ
先

　

田
布
施
体
育
協
会

　

☎
52
‐
３
８
３
２

試　

験

【  

山
口
県
環
境
審
議
会
委
員 
】

　

山
口
県
環
境
審
議
会
は
、
環
境
保

全
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
調
査
審

議
す
る
機
関
で
す
。
県
民
の
皆
さ
ま

の
ご
意
見
を
審
議
に
反
映
さ
せ
る
た

め
、
審
議
会
委
員
の
一
部
を
募
集
し

ま
す
。

◇
応
募
要
件

　

18
歳
以
上
、
県
内
在
住
の
人

　
（
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
の
議

員
・
公
務
員
・
高
校
生
を
除
く
）

◇
任
期　

委
嘱
日
か
ら
２
年

◇
定
員　

１
人

◇
募
集
期
限　

７
月
１
日
（
金
）

◇
応
募
方
法

　

町
民
福
祉
課
環
境
係
備
え
付
け
の

応
募
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入

の
上
、「
家
庭
で
取
り
組
む
地
球

温
暖
化
対
策
に
つ
い
て
」
を
テ
ー

マ
と
し
た
意
見
・
提
言
（
８
０
０

字
程
度
、
様
式
自
由
）
を
添
え
Ｅ

メ
ー
ル
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
郵
送
、
持
参

な
ど
で
申
し
込
む

◇
そ
の
他

・
応
募
受
領
後
５
日
以
内
に
、
受
領

連
絡
を
行
い
ま
す
。

・
選
考
結
果
は
、
応
募
者
全
員
に
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

◇
応
募
・
問
合
せ
先

　

〒
７
５
３
‐
８
５
０
１

　

山
口
市
滝
町
１
‐
１

　

山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課

　

環
境
企
画
班

　

☎
０
８
３
‐
９
３
３
‐
３
０
３
０

　

℻
０
８
３
‐
９
３
３
‐
３
０
４
９

　

E-m
ail

：kankyousingikai@
pref.

　

yam
aguchi.lg.jp

書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
日

本
赤
十
字
社
山
口
県
支
部
に
申
し

込
む

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

・
日
本
赤
十
字
社
田
布
施
分
区

　

☎
52
‐
５
８
１
０

・
日
本
赤
十
字
社
山
口
県
支
部

　

☎
０
８
３
‐
９
２
２
‐
０
１
０
２



○
選
挙
権
年
齢
が
満
18
歳
以
上
に

引
下
げ
ら
れ
ま
す
！

　
　

平
成
27
年
６
月
、
選
挙
権
年
齢
を

満
20
歳
以
上
か
ら
満
18
歳
以
上
に
引

下
げ
る
公
職
選
挙
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
が
成
立
し
、
平
成
28
年

６
月
19
日
に
施
行
さ
れ
ま
す
。

　
　

満
18
歳
・
満
19
歳
の
人
は
、
施

行
日
以
降
に
公
示
さ
れ
る
国
政
選

挙
（
衆
議
院
議
員
総
選
挙
ま
た
は

参
議
院
議
員
通
常
選
挙
）
か
ら
投

票
で
き
ま
す
。

　
　

総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

w
w

w
.soum

u.go.jp/18senkyo/

）

に
、
選
挙
権
年
齢
引
下
げ
に
関
す

る
特
設
ペ
ー
ジ
が
開
設
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

選
挙
権
年
齢
が

満
18
歳
以
上
に
引
下
げ
ら
れ
ま
す
！

○
進
学
や
就
職
な
ど
で
引
っ
越
し
た

ら
、
住
民
票
を
移
し
ま
し
ょ
う
！

　
　

選
挙
で
投
票
す
る
場
所
は
、
原

則
、
住
民
票
の
あ
る
市
区
町
村
で

す
。
新
住
所
地
で
投
票
す
る
た
め

に
は
、
新
住
所
地
に
引
っ
越
し
て

か
ら
３
カ
月
経
過
し
な
け
れ
ば
投

票
で
き
ま
せ
ん
。

　
　

し
か
し
、
今
回
、
公
職
選
挙
法

が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
施

行
前
に
引
っ
越
し
て
い
た
と
し
て

も
、
旧
住
所
地
に
３
カ
月
以
上
住

ん
で
い
た
場
合
、
次
回
の
選
挙
で

は
旧
住
所
地
で
投
票
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

期
日
前
投
票
に
は
宣
誓
書
を
お
持
ち
く
だ
さ
い

　
　

田
布
施
町
で
は
こ
れ
ま
で
、
期
日
前
投
票
を
お
こ
な
わ
れ
る
際

は
、
期
日
前
投
票
所
に
お
い
て
宣
誓
書
の
記
入
を
お
願
い
し
て
い

ま
し
た
が
、
今
後
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
投
票
所
入
場
券
の
裏
面

に
宣
誓
書
を
印
刷
し
発
送
し
ま
す
。

　
　

期
日
前
投
票
を
お
こ
な
わ
れ
る
際
は
、
必
要
事
項
を
ご
記
入
の

上
、
ご
来
場
く
だ
さ
い
。
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【 
税
務
職
員
採
用
試
験 

】

◇
受
験
資
格

　

平
成
28
年
４
月
１
日
に
お
い
て
、

高
等
学
校
ま
た
は
中
等
教
育
学
校

を
卒
業
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
３
年
を
経
過
し
て
い
な
い
人

◇
試
験
の
程
度

　

高
校
卒
業
程
度

◇
受
験
申
込
方
法

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
し
込
み

　

専
用
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(http://w

w
w

.

　

jinji-shiken.go.jp/juken.htm
l)

か
ら
申
し
込
む

・
郵
送
ま
た
は
持
参
で
申
し
込
み

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
し
込
み
が
で

き
な
い
場
合
は
、
第
1
次
試
験
地

を
管
轄
す
る
人
事
院
地
方
事
務
局

に
郵
送
ま
た
は
持
参
で
申
し
込
む

◇
申
込
期
間

　

６
月
20
日（
月
）～
６
月
29
日（
水
）

　
（
郵
送
・
持
参
の
場
合
は
６
月
22

日
（
水
）
ま
で
）

◇
１
次
試
験

・
試
験
日　

９
月
４
日
（
日
）

・
試
験
種
目

　

基
礎
能
力
試
験
、
適
性
試
験
、
作

文
試
験

◇
受
験
申
込
書
請
求
・
問
合
せ
先

・
〒
７
３
０
‐
８
５
２
１

　

広
島
市
中
区
上
八
丁
堀
６
‐
30

【 

狩
猟
免
許
試
験
・
更
新 

】

■
狩
猟
免
許
試
験

【
下
松
会
場
】

・
日
時　

７
月
３
日
（
日
）

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

・
場
所

　

下
松
市
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

　
（
下
松
市
生
野
屋
南
１
‐
11
‐
１
）

・
申
込
期
限

　

６
月
24
日
（
金
）
午
後
５
時

【
岩
国
会
場
】

・
日
時　

９
月
４
日
（
日
）

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

・
場
所　

岩
国
市
地
方
卸
売
市
場

　
（
岩
国
市
尾
津
町
５
‐
11
‐
１
）

・
申
込
期
限

　

８
月
26
日
（
金
）
午
後
５
時

※
本
年
度
は
柳
井
市
で
の
実
施
は
あ

り
ま
せ
ん
。

※
試
験
日
の
前
日
に
、
同
会
場
に
お

い
て
、
一
般
社
団
法
人
山
口
県
猟

友
会
主
催
に
よ
る
狩
猟
免
許
講
習

会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

◇
手
数
料

・
新
規
受
験
者　

…
…
５
２
０
０
円

・
既
に
免
許
を
所
持
し
、
さ
ら
に
他
の

種
類
の
狩
猟
免
許
を
受
験
す
る
人

…
…
３
９
０
０
円

◇
申
請
書
の
配
布
・
受
付
場
所

　

山
口
県
柳
井
農
林
事
務
所

◇
助
成
制
度

　
「
わ
な
猟
免
許
」
お
よ
び
「
第
一

種
銃
猟
免
許
」
の
新
規
取
得
者
に

対
す
る
助
成
制
度
が
あ
り
ま
す
。

詳
細
は
狩
猟
者
講
習
会
に
お
い
て

説
明
し
ま
す
。
ま
た
、
山
口
県
自

然
保
護
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲

載
し
ま
す
。

■
狩
猟
免
許
更
新

◇
日
時　

７
月
12
日
（
火
）

　

午
後
１
時
30
分
～

◇
場
所

　

山
口
県
柳
井
総
合
庁
舎

◇
申
請
書
の
配
布
・
受
付

　

山
口
県
柳
井
農
林
事
務
所

◇
申
請
書
の
申
込
期
限

　

７
月
５
日
（
火
）
午
後
５
時

※
郵
送
の
場
合
、
当
日
消
印
有
効

■
問
合
せ
先

・
狩
猟
免
許
試
験
・
更
新
に
つ
い
て

　

山
口
県
岩
国
農
林
事
務
所

　

☎
０
８
２
７
‐
29
‐
１
５
６
７

・
助
成
制
度
に
つ
い
て

　

山
口
県
自
然
保
護
課

　

☎
０
８
３
‐
９
３
３
‐
３
０
５
０

　

広
島
国
税
局
総
務
部

　
　
　
　

人
事
第
二
課
試
験
研
修
係

　

☎
０
８
２
‐
２
２
１
‐
９
２
１
１

・
光
税
務
署
総
務
課

　

☎
０
８
３
３
‐
71
‐
０
１
６
６

26

問
選
挙
管
理
委
員
会　

☎
52
‐
５
８
０
２



※
受
け
ら
れ
る
補
助
金
額
・
サ
ー
ビ
ス
内
容
に
つ
い
て
は
、
県
住
宅
課
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

山
口
県
で
は
、
世
代
間
の
支
え
合
い
に
よ
る
子
育
て
し
や
す
い
環
境

づ
く
り
と
し
て
、
同
居
・
近
居
さ
れ
る
世
帯
へ
向
け
た
新
た
な
２
つ
の

事
業
を
創
設
し
ま
し
た
。

※
本
事
業
に
お
け
る
近
居
と
は
、
親
子
と
子
の
祖
父
母
が
居
住
す
る
そ

れ
ぞ
れ
の
住
宅
が
同
一
小
学
校
区
内
ま
た
は
そ
の
間
の
直
線
距
離
が

2
㎞
以
内
に
あ
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

《 

山
口
県
か
ら
の
お
知
ら
せ 

》

 

三
世
代
同
居
・
近
居
世
帯
を
応
援
し
ま
す

■
や
ま
ぐ
ち
三
世
代
同
居
・
近
居
住

宅
支
援
事
業
補
助
金

　

三
世
代
同
居
ま
た
は
近
居
を
目
的

と
し
、
中
古
住
宅
の
購
入
や
現
住
居

の
増
改
築
や
改
修
、
ま
た
は
町
内
へ

新
築
や
住
宅
購
入
を
行
っ
た
県
外

居
住
者
へ
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

◇
募
集
期
限　

６
月
30
日
（
木
）

　
（
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

◇
補
助
対
象
工
事

　

住
宅
取
得
等
に
要
し
た
金
額
が

３
０
０
万
円
以
上
の
人

◇
補
助
金
額　

50
万
円
～

■
や
ま
ぐ
ち
三
世
代
同
居
・
近
居
パ

ス
ポ
ー
ト
制
度

　

三
世
代
同
居
ま
た
は
近
居
を
さ
れ

る
人
へ
企
業
か
ら
の
様
々
な
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
パ

ス
ポ
ー
ト
を
交
付
し
ま
す
。

◇
申
込
開
始
日

　

６
月
１
日
（
水
）

◇
サ
ー
ビ
ス
の
例

　

不
動
産
取
得
や
借
家
契
約
時
の
仲

介
手
数
料
割
引
、
各
種
ロ
ー
ン
の

優
遇
措
置
な
ど

■
共
通
事
項

◇
対
象
者
要
件　
　

　

平
成
28
年
６
月
１
日
以
降
に
山
口

県
内
で
新
た
に
三
世
代
同
居
・
近

居
を
始
め
る
人

◇
応
募
方
法　
　

　

県
住
宅
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た

は
町
役
場
窓
口
（
総
務
企
画
課
企

画
係
）
備
え
付
け
の
交
付
申
請
書

を
持
参
ま
た
は
郵
送
に
よ
り
、
県

住
宅
課
に
申
し
込
む

◇
応
募
・
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

〒
７
５
３
‐
８
５
０
１

　

山
口
県
山
口
市
滝
町
1
‐
1

　

山
口
県
土
木
建
築
部
住
宅
課
住
宅

企
画
班

　

☎
０
８
３
‐
９
３
３
‐
３
８
７
４

　

℻
０
８
３
‐
９
３
３
‐
３
８
９
９

　

E
-m

ail

：a1
8

9
0

0
@

p
ref.

yam
aguchi.lg.jp

※
各
事
業
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
県

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
田
布
施
町
の
親
元
近
居
奨
励
事
業

と
は
異
な
り
ま
す
。

広報たぶせNo.957

人口と世帯

… 人口 …
15,688  人

（増減 ＋ 37 人）

… 男 …
7,456  人 

… 女 …
8,232  人 

… 世帯 …
7,020 世帯

（５月１日現在）

今月の納期

６月・７月

休日・夜間納税（相談）窓口

◇納付場所　  町役場１階 税務課窓口

◇対象および内容の問合せ先

■休日昼間納税（相談）窓口（８:30 ～ 17:00）
　６月 26 日（日）　７月 31 日（日）

■平日夜間納税（相談）窓口（～ 20:00）
　６月 30 日（木）　７月 29 日（金）

　滞納が続くと、納期から本税（料）
納付までの経過日数に応じて延滞金が
加算されます。督促手数料や延滞金を
含めて完納とならない場合、滞納処分
を受けることになります。
　やむを得ず納期限までに納付できな
い事情のある人などの納付に関する相
談もお受けします。

　町県民税・固定資産税・軽自動車税
　　　　　　………税　務　課　　☎ 52-5804
　国民健康保険税
　後期高齢者医療保険料・介護保険料
　　　　　　………健康保険課　　☎ 52-5809
　保育料および児童クラブ保育料
　　　　　　………町民福祉課　　☎ 52-5810
　町営住宅使用料および駐車場使用料
　　　　　　………建　設　課　　☎ 52-5807

　下水道受益者負担金
　　　　　　………建　設　課　　☎ 52-5817

●印刷所　キッショウ株式会社 本紙は環境にやさしい再生紙を使用しています。27

○町県民税　　　　　　　　　（１期）
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平
成
28
年

６
月
10
日

７月のカレンダー
省
略
文
字

●中公：中央公民館　　　●西公：西田布施公民館　●東公：東田布施公民館
●麻公：麻郷公民館　　　●城公：城南公民館　　　●里公：麻里府公民館
●いきいき：高齢者いきいき館　 ●麻福：麻郷福祉会館　　●中学：田布施中学校

● 編集・発行　田布施町役場　総務企画課  企画係
　〒 742-1592   山口県熊毛郡田布施町大字下田布施 3440 番地 1

☎ 0820-52-5803
　0820-53-0140FAX

HP　　http://www.town.tabuse.lg.jp
E-mail  kikakuzaisei@town.tabuse.lg.jp

１
（金）

■育児相談　10:00 ～ 11:00（西公） 16
（土）

２
（土）

17
（日）

３
（日）

18
（月）

４
（月）

■育児相談　10:00 ～ 11:00（西公） 19
（火）

■はつらつ体操教室　13:30 ～ 15:30（東公）

５
（火）

■健康・栄養相談　10:00 ～ 11:30（いきいき）
■はつらつ体操教室　13:30 ～ 15:30（東公）

20
（水）

■ちびっこ広場　10:00 ～ 12:00（西公）
■魅力再発見ウォーキング　5:30 ～（田布施地域交流館）

６
（水）

■４か月児相談　10:00 ～ 10:30（西公）
■５歳児相談　13:30 ～（西公）

21
（木）

■いきいき講座　13:30 ～ 15:30（いきいき）
■年金相談会　10:00 ～ 16:00（役場１階保健室）

７
（木）

22
（金）

■マタニティセミナー　9:30 ～ 11:30（西公）

８
（金）

23
（土）

■町子連ドッジボール大会　8:30 ～（スポーツセンター）

９
（土）

24
（日）

■詩情公園美化ボランティア　8:00 ～（地域交流館裏）

10
（日）

25
（月）

11
（月）

■魅力再発見ウォーキング　8:30 ～（城公） 26
（火）

■男性の料理教室　9:30 ～ 12:30（西公）
■魅力再発見ウォーキング　5:30 ～（田布施地域交流館）

12
（火）

■乳・子宮頸がん検診　13:00 ～ 14:30（西公） 27
（水）

■１歳児教室　10:00 ～ 11:30（西公）
■こころの相談　13:30 ～ 15:00（いきいき）
■はつらつ体操教室　13:30 ～ 15:30（里公）

13
（水）

■献血　9:30 ～ 11:30（ピクロス田布施店）
■はつらつ体操教室　13:30 ～ 15:30（里公）
■天体教室　20:00 ～ 22:00（麻郷小）

28
（木）

14
（木）

■乳・子宮がん検診　13:00 ～ 14:30（麻公） 29
（金）

■健康まるごと講座　13:30 ～ 15:00（いきいき）

15
（金）

■マタニティセミナー　9:30 ～ 11:30（西公） 30
（土）

■町民会議体験活動「カヌーにのって遊ぼう！」
　9:00 ～ 12:00（田布施川さくら橋周辺）

31
（日）

【心】

【介】

【困】

【オ】

柳 井 川 区分 診療日 診療時間

休日
昼間

日曜日・祝日
盆（８月 15 日）
年末年始（12 月 30 日～１月３日）
※これらの日の夜間診療はありません。

午前９時～正午
（受付 午前 11 時 30 分まで）
午後１時～午後５時

（受付 午後４時 30 分まで）

平日
夜間

月～金曜日
※土曜日の診療はありません。

午後７時～午後 10 時
（受付 午後９時 30 分まで）

【困】 困りごと相談
日時 ７月 25 日（月）
　　  午前 10 時～午後３時
場所 中公１階和室
問 町民福祉課
　 ☎ 52-5811

休日夜間応急診療所
（柳井市中央 1-5-3）

【心】 心配ごと相談
日時 毎週月曜日
　　 午前 10 時～正午

（祝日・困りごと相談日除く）

場所 町社会福祉協議会
問 ☎ 53-1103

【介】 介護よろず相談
日時 第２木曜日
　　 午前 10 時～午前 11 時
場所 高齢者いきいき館
問 地域包括支援センター
 　☎ 53-1292

●連絡先（診療時間内）

☎ 22-9001

【心】

【オ】 はつらつオレンジカフェ
日時 第４木曜日
　　 午前 10 時～正午
場所 高齢者いきいき館
問 地域包括支援センター
 　☎ 53-1292


